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は じ め に 

 

  仕事と家庭の両立支援に関する調査は、岡山県内の民間事業所における 

仕事と家庭の両立支援等の推進に関する実態を把握し、男女がともに職業 

生活と出産・育児や介護などの家庭生活を両立させることができ、働き続 

けやすい環境を整備していく上での基礎資料とすることを目的に、継続的 

に実施しているものです。 

 このたび、平成２７年１０月１日現在で調査を実施し、その結果を報告 

書としてまとめました。 

 今回の調査では、前回、平成２４年に実施した仕事と家庭の両立に関す 

る事項に『ゆう活』の実施状況の項目を加えた調査項目としています。 

  この報告書が、雇用環境の改善や、仕事と家庭がともに充実したワーク・ 

ライフ・バランスを享受できる社会を実現するために、事業所やそこで働 

く人、県民皆さまの参考となれば幸いに存じます。 

  最後に、この調査の実施に当たり、多大な御協力をいただきました事業 

所並びに関係者の方々に厚くお礼申し上げますとともに、今後とも一層の 

御協力を賜りますようお願いいたします。 

 

  平成２８年５月 

 

               岡山県産業労働部 労働雇用政策課 
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Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 

  県内の民間事業所における仕事と家庭の両立支援等の推進に関する実態を把握し、今後の労働行政

施策の基礎資料とすることを目的とする。 

 

２ 調査対象 

日本標準産業分類に基づく大分類「鉱業，採石業，砂利採取業」「建設業」「製造業」「電気・ガス・

熱供給・水道業」「情報通信業」「運輸業，郵便業」「卸売業，小売業」「金融業，保険業」「不動産業，

物品賃貸業」「宿泊業，飲食サービス業」「教育，学習支援業」「医療，福祉」「複合サービス事業」「サ

ービス業（他に分類されないもの）」に属し、従業者数が３０人以上の民間事業所のうち、無作為に

抽出した２，０００社（調査対象日に３０人未満となっていた事業所についても集計に含めた） 

 

３ 調査対象日 

平成２７年１０月１日現在で調査。ただし、育児・介護休業制度等の利用状況については、過去の

一定期間の状況を調査。 

 

４ 調査期間 

  平成２８年１月～２月 

 

５ 調査方法 

郵送配布・郵送回収調査 

 

６ 回収状況 

  １,０４５事業所（回収率５２．３％） 

 

７ 調査項目 

  仕事と家庭の両立、育児休業制度等、介護休業制度等、育児休業・介護休業終了後の職場復帰、再

雇用制度、パートタイム労働者の雇用管理、女性の活躍の推進状況及び心の健康対策（メンタルヘル

ス） 

 

８ 注意事項 

図表中の構成比は、小数点第 2位以下を四捨五入して表示している。小数点第 2位以下を四捨五入

しているため、合計が 100％にならないこと（99.9％、100.1％など）がある。 
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Ⅱ 回答事業所の概要 

 

１ 規模別、産業別事業所の構成 

  有効回答のあった事業所は 1,045事業所である。 

  産業別、規模別（本社、支社等を含む全常用労働者数による企業規模別をいう。以下同じ。）の構

成は表１－１図、表１－２図の通りである。 

 

    表 1－1図 産業別事業所の構成          表 1－2図 規模別事業所の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 労働組合の有無 

  労働組合がある事業所は全体の 37.1％となっている。産業別では「複合サービス業」が 83.3％、「電

気・ガス・熱供給・水道業」が 72.7％と高くなっている。 

規模別では規模が大きくなるほど労働組合「あり」の割合が高い傾向にあり、1,000 人以上の事業

所では 79.0％となっている。（表 1－3） 

 

表 1－3図 労働組合の有無 
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３ 事業所の従業員の構成 

  常用労働者に占める男女の比率は、男性 55.7％、女性 44.3％である。 

  女性の占める割合の高い産業をみると、「医療、福祉」73.7％、「卸売・小売業」61.8％、「飲食店、

宿泊業」60.3％、「教育、学習支援業」45.9％などとなっている。 

  また、常用労働者に占めるパートタイム労働者は 26.9％となっており、男女別にみると、男性労働

者に占めるパートタイム労働者は 13.2％であるのに対し、女性労働者に占める割合は 44.1％となっ

ており、産業別で最も高いのは「飲食店、宿泊業」の 96.0％となっている。（表 1－4） 

 

表 1－4図 全常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1－4図 全常用労働者に占める有期労働者の割合 
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Ⅲ 調査結果の概要 
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第１章 仕事と家庭の両立に関する事項 

 

１ 仕事と家庭の両立支援の取組状況 

  仕事と家庭の両立支援の取組状況を項目別にみると、「所定外労働時間の削減」81.1％、「年次有給

休暇の取得促進」74.4％、「育児・介護と仕事の両立支援制度の導入・充実」65.1％が高くなってい

る。最も低いのは「柔軟な働き方の導入・拡充」の 21.5％となっている。（表 2－1～5） 

 

表 2－1～5図 仕事と家庭の両立支援の取組状況 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

所定外労働時間の削減

年次有給休暇の取得促進

多様な正社員制度の導入・拡充

柔軟な働き方の導入・拡充

育児・介護と仕事の両立支援制度の導入・充実

81.1 
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40.1 

21.5 
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59.9 

78.5 
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２ 『ゆう活』の実施状況 

  昨年の夏、『ゆう活』を実施した事業所は 20事業所で、全体の 2.0％に止まっている。産業別では、

製造業、運輸業、金融・保険業、医療、福祉、教育、学習支援業の 5業種で、実施した事業所が見ら

れた。（表 2－6） 

 

表 2－6図 『ゆう活』の実施状況 

実施した

2.0%

実施

しなかった
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  なお、実施した場合の具体的な内容としては、以下の回答が 7事業所より寄せられた（順不同）。 

・ 工場労働者のうち、5名については始業時間を 2時間、7月と 8月に早めて始業。 

・ 6・7・8月に通常の始業時刻（8:00）を 1時間早め、7:00からとした（終業時刻も 1時間早め、16:00

とした）。 

・ 朝 6時出勤をみとめた。 

・ 6月～9月頃にかけては、始業時刻（8時）より 1時間早めて、仕事を行うことにしている。 

・ 8～9月時に始業時刻（8時 45分）を 1時間早め、終業もそれに合わせ 1時間早め（16時）とした。 

・ H27年 7月 13日～8月 31日の期間に通常の始業時刻(8：45)を 1時間早め、勤務時間を 7：45～16：

45として、16：45以降の時間外労働を原則禁止とした。 

・ 2011年よりサマータイムを本社で導入 9：00～17：50 →8：00～16：50。2011年 10月より全国

拠店で一斉導入 9：00～17：50→8：00～16：50。2012 年 4 月より年中就業時間を変更 8：00～

16：50。 
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第２章 育児休業制度等に関する事項 

 

１ 育児休業制度の規定状況 

  育児休業制度について就業規則等に規定している事業所は 93.6％（前回 94.2％）であり、産業別

にみると、ほとんどの業種で 90％を超えているが、「飲食店、宿泊業」が 76.2％と他よりも低くなっ

ている。 

  規模別にみると 100人以上の事業所では 95％を超えている。（表 3－1） 

 

表 3－1図 育児休業制度の規定状況 
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（１）育児休業制度の対象となる労働者の範囲 

育児・介護休業法で適用除外になっていたり、労使協定で除外できることになっている者について、

育児休業制度の対象者としている事業所は、多い順に「配偶者が常態として子を養育することができ

る労働者」60.4％（前回 54.4％）、「期間を定めて雇用される労働者」53.9％（同 43.5％）、「勤続１

年未満の労働者」19.7％（同 15.0％）、「１年以内に退職することが明らかな労働者」19.3％（同 16.0％）、

「所定労働日数が週２日以下の労働者」17.4％（同 10.9％）となっている。（表 3―2～6） 

 

表 3―2～6図 育児休業制度の対象者 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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（２）育児休業制度の取得可能期間 

育児休業制度の取得可能期間については、法が定める期間である「子が満１歳未満（法律に定める

要件による１歳６か月未満までの期間延長を含む）」とする事業所が 57.4％（前回 62.5％）である。

一方、法が定める期間以上を取得可能期間としている事業所は、「子が満１歳６ヶ月未満（法律に定

める要件による期間延長を除く）」が 24.5％（同 25.1％）、「子が満３歳未満」が 12.7％（同 7.0％）、

「子が満２歳未満」が 3.9％（同 4.0％）、「子が満３歳以上」が 1.6％（同 1.4％）となっている。（表

3－7） 

 

（３）育児休業制度の取得者の状況 

出産者に占める育児休業取得者の割合を性別でみると、女性は 89.1％（前回 85.6％）、うち代替要

員を採用したのは 26.3％（同 26.2％）である。 

男性は 1.8％（同 4.3％）、うち代替要員を採用したのは 4.2％（同 6.0％）である。（表 3－8） 

 

表 3－8図 育児休業制度の取得者の状況 
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（４）育児休業終了後の復職状況 

育児休業終了後の復職状況（平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日までに復職予定だった者）

を男女別にみると、女性の復職率は 91.4％（前回 92.8％）、男性の復職率は 95.2％（同 95.7％）と

なっている。（表 3－9） 

 

表 3－9図 育児休業終了後の復職状況（女性） 
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（５）育児休業制度の取得期間 

育児休業制度を利用した女性の取得期間は、「６か月～12 か月未満」が最も多く 64.8％（前回

63.8％）、「12 か月～24 か月未満」が 24.6％（同 19.6％）、「３か月～６か月未満」が 6.0％（同

8.5％）などとなっている。（表 3－10） 

 

表 3－10図 育児休業制度の取得期間（女性） 
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0.3%

１か月～

３か月未満

1.8%

３か月～

６か月未満

6.0%

６か月～
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２ 育児のための勤務時間短縮等の制度 

（１）勤務時間短縮等の制度の導入状況 

育児休業を取得しないで、または育児休業終了後に、勤務しながら育児をする労働者を援助するた

めに実施している各制度について、導入している事業所は 91.2％（前回 87.1％）である。制度ごと

の導入状況（複数回答）をみると、多い順に「短時間勤務制度」が 86.7％（同 82.0％）、「所定外労

働の制限」が 78.7％（前回は「所定外労働の免除」70.7％）、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が

50.8％（同 45.0％）、「フレックスタイム」が 18.8％（同 15.4％）、「育児に要する経費の援助措置」

が 8.3％（同 5.8％）、「事業所内保育施設」が 6.6％（同 6.6％）となっている。（表 3－12） 

 

表 3－12図 育児のための勤務時間短縮等の制度の導入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

短時間勤務制度

フレックスタイム

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

所定外労働の制限

事業所内保育施設

育児に要する経費の援助措置

86.7

18.8

50.8

78.7

6.6

8.3

制度あり
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（２）勤務時間短縮等の措置の内容 

勤務時間短縮等の措置を利用できる子の年齢を制度別にみると、「育児に要する経費の援助措置」

は 63.5％（前回 50.0％）、「フレックスタイム」は 59.0％（同 44.1％）、「事業所内保育施設」は 47.4％

（同 78.1％）の事業所が「子が３歳以上」まで制度利用可能としている。 

また、「短時間勤務制度」の短縮する時間の長さについては、所定労働時間の短縮時間が「１時間

未満」が 4.4％（同 8.0％）、「１時間以上２時間未満」が 54.8％（同 57.6％）、「２時間以上４時間未

満」が 29.9％（同 29.2％）、「４時間以上」が 10.8％（同 5.2％）となっている。（表 3－13～18） 

 

表 3－13～18図 各制度の利用可能期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3－13図 短時間勤務制度 短縮時間 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

短時間勤務制度

フレックスタイム

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

所定外労働の制限

事業所内保育施設

育児に要する経費の援助措置

8.7 

13.4 

9.0 

7.4 

7.9 

13.5 

56.3 

27.6 

44.6 

45.8 

44.7 

23.1 

35.0 

59.0 

46.4 

46.9 

47.4 

63.5 

子が１歳に達するまで 子が１歳以上３歳に達するまで 子が３歳以上

１時間未満

4.4%

１時間以上

２時間未満

54.8%

２時間以上

４時間未満

29.9%

４時間以上

10.8%
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３ 子の看護休暇に関する事項 

（１）子の看護休暇制度の規定状況 

子の看護休暇について就業規則等に規定している事業所は 80.4％（前回 81.3％）であり、このう

ち有給または一部有給としている事業所は 35.9％（同 32.2％）である。 

産業別にみると、「鉱業」が 100.0％（前回 80.0％）、「電気・ガス・熱供給・水道業」が同じく 100.0％

（同 82.8％）、「金融・保険業」が 96.3％（同 88.2％）、「医療，福祉」が 90.2％（同 89.0％）、「複合

サービス業」が 84.6％（同 81.8％）と高くなっている。 

規模別にみると、100人以上の規模で 80％を超えている。（表 4－1～2） 

 

表 4－1図 子の看護休暇制度の規定状況 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

飲食店、宿泊業

医療、福祉

教育、学習支援業

複合サービス業

サービス業

100.0 

74.5 

82.1 

100.0 

76.5 

81.2 

73.7 

96.3 

100.0 

56.8 

90.2 

81.3 

84.6 

73.4 

25.5 

17.9 

23.5 

18.8 

26.3 

3.7 

43.2 

9.8 

18.8 

15.4 

26.6 

規定あり 規定なし

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5人～29人

30～49人

50～99人

100人～299人

300人～499人

500人～999人

1,000人以上

36.0 

68.5 

77.4 

83.7 

93.1 

91.9 

85.9 

64.0 

31.5 

22.6 

16.3 

6.9 

8.1 

14.1 

規定あり 規定なし

 



 －13－ 

表 4－2図 子の看護休暇制度の有給の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子の看護休暇制度の内容 

看護休暇制度の取得可能期間は、「子が小学校就学の始期に達するまで」とする事業所が 85.1％（前

回 87.1％）、「子が小学校卒業以降も対象」とする事業所が 5.6％（同 7.0％）である。 

看護休暇取得の制限については、「同一の労働者につき」取得可能とする事業所が 23.1％（同 21.2％）、

「同一の子につき」取得可能とする事業所が 58.2％（同 60.4％）となっている。また、取得日数は

「５日」が 75.6％（同 79.9％）と最も多い。（表 4－6～8） 

 

表 4－6図 子の看護休暇制度の期間の制限     表 4－8図 子の看護休暇制度の日数の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子の看護休暇制度の取得状況 

看護休暇制度の取得状況をみると、就学前の子を持つ女性労働者のうち、看護休暇を取得したのは

21.6％（前回 14.3％）、就学前の子を持つ男性労働者のうち、看護休暇を取得したのは 1.9％（前回

2.7％）である。 

子の看護休暇利用日数は、女性で「３日以下」が 53.7％（前回 42.4％）、「４日～６日」が 33.5％

（同 44.2％）などとなっており、男性では「３日以下」が 69.1％（同 74.2％）、「１０日以上」が 14.9％

（同 4.5％）などとなっている。（表 4－9～12） 

有給

27.6%

一部有給

8.3%

無給

64.1%

子が小学校

就学の

始期に

達するまで

85.1%

子が小学校

入学～

小学校低学

年（３年生又

は９歳）まで

2.5%

子が小学校

４年生から

小学校卒業

（又は１２歳）

まで

6.8%

子が小学校

卒業以降も

対象

5.6%

５日

75.6%

６日～９日

0.9%

１０日

19.0%

11日～20日

0.4%

21日以上

4.0%
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第３章 介護休業制度等に関する事項 

 

１ 介護休業制度の規定状況 

  介護休業制度について就業規則等に規定している事業所は、88.7％（前回 90.4％）である。 

（表 5－1） 

 

表 5－1図 介護休業制度の規定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 介護休業制度の内容 

（１）介護休業の取得可能期間 

介護休業の取得可能期間は、「93 日」の事業所が 75.9％（前回 76.0％）、「93 日を超え１年未満」

が 6.7％（同 8.9％）、「１年」が 13.4％（同 11.7％）、「１年を超える期間」が 4.1％（同 3.4％）と

なっている。（表 5－2） 

 

表 5－2図 介護休業の取得可能期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定あり

88.7%

規定なし

11.3%

９３日

75.9%

９３日を超え

１年未満

6.7%

１年

13.4%

１年を超える

期間

4.1%
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（２）介護休業の取得可能回数 

介護休業の取得可能回数は、「対象家族一人につき１回」の事業所が 47.3％（前回 45.9％）と最も

多く、「対象家族一人につき常時介護を必要とする状態ごとに１回」が 29.9％（同 31.5％）などとな

っている。「制限なし」とする事業所は 13.2％（同 14.8％）である。（表 5－3） 

 

（３）介護休業の対象となる労働者の範囲 

育児・介護休業法の適用除外になっていたり、労使協定で除外できることとなっている者について、

介護休業の対象としている事業所は、「期間を定めて雇用される労働者」が 50.4％（前回 45.7％）、「所

定労働日数が週２日以下の労働者」が 12.3％（同 11.2％）、「勤続１年未満の労働者」が 14.3％（同

11.6％）、「93日以内に退職が明らかな労働者」が 10.2％（同 8.6％）である。（表 5－4～7） 

 

 

３ 介護休業の取得状況 

（１）介護休業取得者 

平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日までの間に介護休業を開始した者のいた事業所は 4.0％

（前回 4.7％）である。また介護休業取得者の男女比は女性 81.0％（同 77.8％）、男性 19.0％（同 22.2％）

となっている。（表 5－8～9） 

 

表 5－9図 介護休業取得者の男女比 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回

前回

81.0 

77.8

19.0 

22.2

女性 男性

 

 

（２）休業終了後の復職状況 

介護休業終了後、平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日までの間に復職予定だった者のうち、

復職した者の割合は 92.0％（前回 92.7％）となっており、女性が 95.0％（前回 93.8％）、男性 80.0％

（同 88.9％）となっている。（表 5－10） 

 

（３）介護休業の取得期間 

介護休業取得者の取得期間をみると、「３か月～１年未満」が 41.7％（前回 10.5％）、「1 か月～３

か月未満」が 25.0％（同 68.4％）、「１週間未満」が 20.8％（同 10.5％）となっている。（表 5－11） 
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４ 介護のための勤務時間短縮等の制度 

（１）勤務時間短縮等の措置の導入状況 

介護休業を取得しないで、または介護休業終了後に勤務しながら介護をする労働者を援助するため

に実施している各措置について、導入している事業所は 89.1％（前回 85.0％）である。各措置の導

入状況（複数回答）をみると、多い順に「短時間勤務制度」が 82.0％（同 80.0％）、「所定外労働の

制限」が 71.2％（同 53.4％）、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が 43.3％（同 38.7％）、「フレッ

クスタイム」が 14.5％（同 12.8％）、「介護に要する経費の援助措置」が 4.5％（同 4.1％）となって

いる。（表 5－12） 

 

表 5－12図 介護のための勤務時間短縮等の制度の導入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）勤務時間短縮等の措置の内容 

短時間勤務制度を実施している事業所について、１日に短縮する時間の長さは、「１日１時間以上

２時間未満」が 56.2％（前回 58.0％）、「１日２時間以上４時間未満」が 26.9％（同 29.2％）などと

なっている。（表 5－13） 

 

 

５ 介護休暇制度に関する事項 

（１）介護休暇制度の導入状況 

介護休暇制度について就業規則等に規定している事業所は、82.3％（前回 79.1％）であり、このう

ち「有給」「一部有給」としている事業所は 33.4％（同 26.9％）である。 

制度の規定がない事業所のうち、今後「制度の導入予定あり」としている事業所は 12.8％（同 25.8％）

である。（表 6－1～3） 
 

表 6－1図 介護休暇制度の規定状況 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回

前回

82.3 

79.1

17.7 

20.9

規定あり 規定なし

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

短時間勤務制度

フレックスタイム

始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ

所定外労働の制限

介護に要する経費の援助措置

82.0

14.5

43.3

71.2

4.5

制度あり
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表 6－1図 介護休暇制度の規定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）介護休暇の対象となる労働者の範囲 

育児・介護休業法の適用除外になっていたり、労使協定で除外できることとなっている者について、

介護休暇の対象としている事業所は「所定労働日数が週２日以下の労働者」で 14.2％（前回 10.6％）、

「勤続６ヶ月未満の労働者」で 19.4％（同 15.1％）、「勤続１年未満の労働者」で 53.9％（同 50.7％）

となっている。（表 6－4～6） 

 

（３）介護休暇取得の制限 

介護休暇取得の制限については、「同一の労働者につき」が 31.2％（前回 26.8％）、「同一の要介護

状態の対象家族につき」が 54.9％（同 57.3％）であり、「制限なし」とする事業所は 6.0％（同 6.8％）

となっている。（表 6－7） 

 

（４）介護休暇制度の取得日数 

介護休暇制度取得者の取得日数は、「３日以下」が 52.6％（前回 34.9％）、「４日～６日」が 39.8％

（同 46.8％）などとなっている。（表 6－9） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

飲食店、宿泊業

医療、福祉

教育、学習支援業

複合サービス業

サービス業

100.0 

79.6 

79.7 

90.9 

82.4 

86.7 

81.4 

96.0 

100.0 

58.3 

89.7 

81.3 

61.5 

79.3 

20.4 

20.3 

9.1 

17.6 

13.3 

18.6 

4.0 

41.7 

10.3 

18.8 

38.5 

20.7 

規定あり 規定なし

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5人～29人

30～49人

50～99人

100人～299人

300人～499人

500人～999人

1,000人以上

41.7 

69.2 

82.8 

86.1 

84.5 

94.6 

87.0 

58.3 

30.8 

17.2 

13.9 

15.5 

5.4 

13.0 

規定あり 規定なし
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第４章 育児休業・介護休業終了後の職場復帰に関する事項 

 

１ 職場復帰プログラムの有無 

育児休業や介護休業を取得した労働者の円滑な職場復帰のために、情報提供や講習等の職場復帰プ

ログラムの措置を講じている事業所は 37.4％（前回 41.0％）である。その措置内容は、「企業や仕事

に関する情報提供」が 30.2％（同 33.7％）、「職場復帰のための講習」が 14.2％（同 18.8％）などで

ある。（表 7－1） 

 

表 7－1図 育児休業・介護休業終了後の職場復帰プログラムの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 復職後の職場・職種 

育児休業や介護休業を取得した労働者の復職後の職場・職種の取り扱いについては「原則として現

職復帰」が 81.0％（前回 82.0％）、「本人の希望を考慮して会社が決定」が 14.8％（同 13.5％）、「会

社の人事管理等の都合により決定」が 4.2％（同 4.5％）となっている。（表 7－2） 

 

表 7－2図 復職後の職場・職種 
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第５章 再雇用制度に関する事項 

 

１ 育児・介護に係る再雇用制度の導入状況 

育児・介護に係る「再雇用制度あり」の事業所は 57.3％（前回 51.0％）である。 

「再雇用制度なし」の事業所のうち、「検討中」と回答した事業所は 9.0％（同 12.7％）である。（表

8－1） 

 

表 8－1図 再雇用制度の導入状況 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回

前回

57.3 

51.0 

42.6 

49.0 

制度あり 制度なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

飲食店、宿泊業

医療、福祉

教育、学習支援業

複合サービス業

サービス業

33.3 

51.1 

54.9 

36.4 

60.0 

68.9 

45.7 

85.0 

33.3 

60.0 

65.5 

33.3 

83.3 

66.2 

66.6 

48.9 

45.1 

63.6 

40.0 

31.1 

54.3 

15.0 

66.6 

40.0 

34.4 

66.7 

16.6 

33.8 

制度あり 制度なし
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２ 育児・介護に係る再雇用制度の利用状況 

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に育児・介護に係る再雇用制度の適用を受け

て退職した者の男女比は、女性が 35.5％（前回 57.0％）、男性が 64.5％（同 43.0％）であった。 

また、同時期に育児・介護に係る再雇用制度により再雇用された者の男女比は、女性が 30.4％（同

40.6％）、男性が 69.6％（同 59.4％）であった。（表 8－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5人～29人

30～49人

50～99人

100人～299人

300人～499人

500人～999人

1,000人以上

58.9 

52.5 

60.7 

55.1 

58.4 

62.1 

57.6 

41.2 

47.5 

39.3 

44.8 

41.7 

37.9 

42.4 

制度あり 制度なし
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第６章 パートタイム労働者の雇用管理に関する事項 

 

１ パートタイム労働者の雇用状況 

（１）パートタイム労働者の平均労働日数・時間 

パートタイム労働者の１日あたりの平均労働時間は、5.8 時間（前回 5.6 時間）であり、また週あ

たりの平均労働日数は 4.4日（同 4.4日）である。 

また、パートタイム労働者の平均的な勤続年数は、5.4年（同 5.2年）となっている。（表 9－1） 

 

（２）パートタイム労働者の職務内容 

パートタイム労働者について、その職務内容の状況は、表 9－2～6のとおりである。 

 

表 9－2～6図 パートタイム労働者の職務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

職務内容が正社員とほとんど同じ

管理業務や専門業務に従事

正社員とほぼ同じ勤務時間で、残業や

事業所内の配置転換もある

勤続年数が相当程度長期化（１０年以上）

賃金の決定方法が正社員と同じ

30.3 

11.7 

8.0 

9.9 

7.0 

30.7 

25.8 

23.6 

46.8 

8.4 

38.9 

62.5 

68.4 

43.3 

84.7 

5割以上 5割未満 いない



 －22－ 

（３）パートタイム労働者の処遇（賃金・昇給等） 

パートタイム労働者の賃金、昇給を決めるにあたって正社員との均衡を考慮しているかについて、

「現在考慮している」事業所は 58.0％（前回 56.3％）、「現在は考慮していないが、今後は考慮する

必要がある」が 26.5％（同 26.0％）、「現在は考慮していないし、今後も考慮する必要はないと思う」

が 15.4％（同 17.6％）である。（表 9－7） 

 

表 9－7図 パートタイム労働者の処遇の考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）パートタイム労働者の正社員への転換制度 

パートタイム労働者の正社員への転換制度について、「あり」と回答した事業所は 63.2％（前回

63.4％）である。（表 9－8） 

 

表 9－8図 パートタイム労働者の正社員への転換制度の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回

前回

58.0 

56.3 

26.5 

26.0 

15.4 

17.6 

現在考慮している

現在は考慮していないが、今後は考慮する必要がある

現在は考慮していないし、今後も考慮する必要はないと思う

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回

前回

63.2 

63.4 

36.8 

36.6 

制度あり 制度なし
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（５）パートタイム労働者の福利厚生の状況 

パートタイム労働者の福利厚生の状況について、「パート労働者専用の適用規定を作成」している

事業所が 66.0％（前回 61.0％）、「通常の就業規則を適用」が 18.2％（同 19.6％）となっている。 

また、「退職金の支給」は「あり」が 9.1％（前回 11.8％）、「教育訓練の機会」は「あり」が 78.4％

（同 71.3％）、「福利厚生施設の利用」は「できる」が 78.2％（同 76.4％）となっている。（表 9－9

～12） 

表 9－9図 パートタイム労働者の就業規則の形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9－10図 パートタイム労働者の退職金の支給 

 

 

 

 

 

 

 

表 9－11図 パートタイム労働者の教育訓練の機会 

 

 

 

 

 

 

 

表 9－12図 パートタイム労働者の福利厚生施設の利用 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回

前回

66.0 

61.0 

15.8 

19.3 

18.2 

19.6 

パート労働者専用の適用規定を作成

通常の就業規則にパート労働者適用規定を追加

通常の就業規則を適用

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回

前回

9.1 

11.8 

90.9 

88.2 

あり なし

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回

前回

78.4 

71.3 

21.6 

28.7 

あり なし

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回

前回

78.2 

76.4 

21.8 

23.6 

できる できない
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第７章 女性の活躍の推進状況に関する事項 

 

１ 女性労働者の配置・昇進 

（１）部門別の配置状況 

部門別の配置状況について、男女とも配置している割合の高い部門は、「販売・サービス」が 91.7％

（前回 88.6％）、「生産」が 87.5％（同 86.3％）、「広報」が 86.4％（同 81.0％）、「人事・教育訓練」

が 85.8％（同 77.7％）などとなっている。 

「女性のみ配置」が多いのは「総務・経理」が 12.5％（同 14.3％）、「情報処理」が 5.4％（同 4.8％）

などである。 

また、男性のみ配置が多いのは「営業」が 20.6％（同 28.7％）、「研究・開発」が 14.5％（同 17.9％）

などとなっている。（表 10－2～10） 
 

表 10－2～10図 男女労働者の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）女性の管理職登用状況 

事業所のうち女性管理職を有する事業所で、男女全体の係長相当職以上の管理職に占める女性の割

合は 17.5％（前回 18.2％）となっている。役職別では、係長相当職が 22.0％（同 23.5％）、課長相

当職が 15.8％（同 14.9％）、部長相当職が 10.6％（同 11.2％）となっている。（表 10－11） 

表 10－11図 管理職の状況（女性の割合） 

 

 

 

 

 

 

10.6 

15.8 

22.0 

11.2 

14.9 

23.5 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

部長相当職課長相当職係長相当職

今回 前回

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

人事・教育訓練

総務・経理

企画・調査

広報

研究・開発

情報処理

営業

販売・サービス

生産

52.4 

46.8 

47.0 

53.9 

39.4 

46.1 

34.9 

41.6 

28.8 

21.0 

9.2 

26.7 

15.1 

39.4 

22.5 

34.4 

18.1 

35.9 

12.4 

28.2 

10.8 

17.4 

5.5 

12.0 

9.1 

32.0 

22.8 

11.5 

3.4 

12.9 

9.6 

14.5 

14.0 

20.6 

6.4 

12.0 

2.7 

12.5 

2.6 

4.1 

1.2 

5.4 

0.9 

1.9 

0.6 

男女概ね同じ（一方の性が３～７割） 男性がほとんど（８～９割） 女性がほとんど（８～９割） 男性のみ配置 女性のみ配置
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２ 職場におけるセクシュアルハラスメントの防止対策 

セクシュアルハラスメントの防止対策について、「実施済」または「実施に向け検討中」と回答し

た事業所は、「相談・苦情処理窓口・担当者の設置」が 84.2％（同 81.0％）、「就業規則等へのセクシ

ュアルハラスメントに関する方針の記載」が 83.9％（同 79.9％）、「社内報や掲示板等による周知」

が 75.9％（前回 72.0％）などいずれも前回より割合が高くなっている。（表 10－12～17） 

 

表 10－12～17図 職場におけるセクシュアルハラスメントの防止対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ポジティブアクションの取組状況（前回より内容変更） 

  雇用管理面での男女差を解消し、男女の均等な機会及び待遇を確保するために行う自主的かつ積極

的な取組であるポジティブアクションの取組状況について、「実施済」または「実施に向け検討中」

と回答した事業所の取組は、多い順に「性別により評価することがないように人事考課基準を明確に

規定」が 70.3％、「女性がいない又は少ない職務について、意欲と能力のある女性を積極的に登用」

が 70.2％、「女性がいない又は少ない職務について、意欲と能力のある女性を積極的に採用」が 69.5％

である。（表 10－18～25） 

 

表 10－18～25図 ポジティブアクションの取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

社内報や掲示板等による周知

従業員に対する研修・講習会

就業規則等へのセクシュアルハラスメントに関する方針の記載

相談・苦情処理窓口・担当者の設置

相談・苦情対応マニュアルの作成

実態調査の実施

69.0 

50.2 

78.0 

78.5 

49.2 

29.9 

6.9 

14.3 

5.9 

5.7 

17.5 

16.1 

24.2 

35.5 

16.0 

15.8 

33.3 

54.0 

実施済 実施に向け検討中 未実施

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性がいない又は少ない職務について、

意欲と能力のある女性を積極的に採用

女性がいない又は少ない職務について、

意欲と能力のある女性を積極的に登用

女性がいない又は少ない職務・役職に女性が

従事するため、教育訓練を積極的に実施

中間管理職男性や同僚男性に対し、女性の

能力発揮の重要性について啓発を実施

性別により評価することがないように

人事考課基準を明確に規定

男女の役割分担意識に基づく慣行の

見直し等職場環境・風土の改善

企業内の推進体制の整備（女性の能力発揮に関する

担当部局を定める、担当者・責任者を選任する等）

女性の能力発揮のための計画の策定

44.2 

42.9 

30.6 

28.9 

52.5 

40.1 

25.3 

14.9 

25.3 

27.3 

27.6 

25.1 

17.8 

27.2 

24.9 

33.4 

30.5 

29.8 

41.8 

45.9 

29.7 

32.8 

49.8 

51.6 

実施済 実施に向けて検討中 未実施
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第８章 職場における心の健康対策（メンタルヘルスケア）に関する事項 

 

１ 心の健康対策（メンタルヘルスケア）の取組状況 

心の健康対策（メンタルヘルスケア）の取組状況について、「実施済」または「実施に向け検討中」

と回答した事業所の取組は、多い順に「管理職への教育・研修」が 74.9％、「メンタルヘルスケアの

相談窓口の設置」が 74.2％、「従業員への教育・研修」が 73.8％となっている。（表 11－1～10） 

 

表 11－1～10図 職場における心の健康対策（メンタルヘルスケア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

安全衛生委員会等での調査審議

メンタルヘルスケアを行う担当者の選任

従業員への教育・研修

管理職への教育・研修

メンタルヘルスの相談窓口の設置

休職者の職場復帰に向けた支援

医療機関を活用した対策の実施

他の外部機関を活用した対策の実施

パンフレット等を活用した情報提供

ストレスチェックの実施

47.6 

43.2 

42.7 

48.2 

48.8 

42.6 

39.0 

31.6 

41.3 

20.1 

24.7 

27.9 

31.1 

26.7 

25.4 

21.2 

25.4 

26.3 

20.4 

53.0 

27.8 

28.9 

26.1 

25.1 

25.8 

36.1 

35.6 

42.2 

38.3 

26.9 

実施済 実施に向け検討中 未実施
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表１－１　産業別事業所の構成 （単位：上段（件）、下段（％））

1,045 3 54 253 11 17 98 201 27 3 45 190 32 13 98 0
100.0 0.3 5.2 24.2 1.1 1.6 9.4 19.2 2.6 0.3 4.3 18.2 3.1 1.2 9.4 -
29 0 2 4 1 0 2 7 0 0 5 0 2 0 6 0

100.0 0.0 6.9 13.8 3.4 0.0 6.9 24.1 0.0 0.0 17.2 0.0 6.9 0.0 20.7 -
171 0 22 49 2 5 14 21 0 2 6 33 3 0 14 0

100.0 0.0 12.9 28.7 1.2 2.9 8.2 12.3 0.0 1.2 3.5 19.3 1.8 0.0 8.2 -
214 1 15 58 0 4 11 28 2 1 11 57 8 0 18 0

100.0 0.5 7.0 27.1 0.0 1.9 5.1 13.1 0.9 0.5 5.1 26.6 3.7 0.0 8.4 -
222 0 3 67 1 4 22 25 7 0 5 54 7 2 25 0

100.0 0.0 1.4 30.2 0.5 1.8 9.9 11.3 3.2 0.0 2.3 24.3 3.2 0.9 11.3 -
73 0 1 21 1 2 3 8 1 0 0 22 2 5 7 0

100.0 0.0 1.4 28.8 1.4 2.7 4.1 11.0 1.4 0.0 0.0 30.1 2.7 6.8 9.6 -
79 2 2 27 0 1 7 14 1 0 4 10 1 2 8 0

100.0 2.5 2.5 34.2 0.0 1.3 8.9 17.7 1.3 0.0 5.1 12.7 1.3 2.5 10.1 -
245 0 8 23 6 1 39 95 15 0 14 12 8 4 20 0

100.0 0.0 3.3 9.4 2.4 0.4 15.9 38.8 6.1 0.0 5.7 4.9 3.3 1.6 8.2 -
※　問１、問２から産業別事業所の構成を、各計を100％として算出

無回答

規
模

5人～29人

30～49人

50～99人

100人～299人

300人～499人

500人～999人

計

情報通
信業

運輸業
卸売・
小売業

区分 計 鉱業 建設業 製造業

電気・
ガス・
熱供
給・水
道業

医療、
福祉

教育、
学習支
援業

複合
サービ
ス業

1,000人以上

サービ
ス業

金融・
保険業

不動産
業

飲食
店、宿
泊業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－２　規模別事業所の構成 （単位：上段（件）、下段（％））

1,033 29 171 214 222 73 79 245 12
100.0 2.8 16.6 20.7 21.5 7.1 7.6 23.7 -

3 0 0 1 0 0 2 0 0
100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 66.7 0.0 -
53 2 22 15 3 1 2 8 1

100.0 3.8 41.5 28.3 5.7 1.9 3.8 15.1 -
249 4 49 58 67 21 27 23 4

100.0 1.6 19.7 23.3 26.9 8.4 10.8 9.2 -
11 1 2 0 1 1 0 6 0

100.0 9.1 18.2 0.0 9.1 9.1 0.0 54.5 -
17 0 5 4 4 2 1 1 0

100.0 0.0 29.4 23.5 23.5 11.8 5.9 5.9 -
98 2 14 11 22 3 7 39 0

100.0 2.0 14.3 11.2 22.4 3.1 7.1 39.8 -
198 7 21 28 25 8 14 95 3

100.0 3.5 10.6 14.1 12.6 4.0 7.1 48.0 -
26 0 0 2 7 1 1 15 1

100.0 0.0 0.0 7.7 26.9 3.8 3.8 57.7 -
3 0 2 1 0 0 0 0 0

100.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -
45 5 6 11 5 0 4 14 0

100.0 11.1 13.3 24.4 11.1 0.0 8.9 31.1 -
188 0 33 57 54 22 10 12 2

100.0 0.0 17.6 30.3 28.7 11.7 5.3 6.4 -
31 2 3 8 7 2 1 8 1

100.0 6.5 9.7 25.8 22.6 6.5 3.2 25.8 -
13 0 0 0 2 5 2 4 0

100.0 0.0 0.0 0.0 15.4 38.5 15.4 30.8 -
98 6 14 18 25 7 8 20 0

100.0 6.1 14.3 18.4 25.5 7.1 8.2 20.4 -
※問１、問２から規模別事業所の構成を、各計を100％として算出

飲食店、宿泊業

サービス業

医療、福祉

教育、学習支援業

複合サービス業

金融・保険業

不動産業

卸売・小売業

計

産
業

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業

区分 計
5人～
29人

30人～
49人

50人～
99人

100人～
299人

300人～
499人

500人～
999人

1,000人
以上

無回答
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表１－３　労働組合の有無　 （単位：％）
計 あり なし

100.0 37.1 62.9

鉱業 100.0 66.7 33.3

建設業 100.0 26.4 73.6

製造業 100.0 34.8 65.2

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 72.7 27.3

情報通信業 100.0 23.5 76.5

運輸業 100.0 57.1 42.9

卸売・小売業 100.0 61.5 38.5

金融・保険業 100.0 40.0 60.0

不動産業 100.0 33.3 66.7

飲食店、宿泊業 100.0 13.6 86.4

医療、福祉 100.0 16.0 84.0

教育、学習支援業 100.0 40.6 59.4

複合サービス業 100.0 83.3 16.7

サービス業 100.0 22.7 77.3

5人～29人 100.0 10.7 89.3

30～49人 100.0 9.9 90.1

50～99人 100.0 16.5 83.5

100人～299人 100.0 25.2 74.8

300人～499人 100.0 39.4 60.6

500人～999人 100.0 66.2 33.8

1,000人以上 100.0 79.0 21.0
※問３、労働組合の有無を有、無で産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

区分

計

表１－４　事業所の従業員の構成　 （単位：％）

女性 男性

計
ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ
労働者数

有期雇用
労働者数

計
ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ
労働者数

有期雇用
労働者数

44.3 44.1 23.6 55.7 13.2 11.5 26.9

鉱業 7.2 18.2 9.1 92.8 2.1 10.6 3.3

建設業 16.0 3.5 4.1 84.0 1.8 7.4 2.1

製造業 23.0 24.5 29.9 77.0 3.6 7.2 8.4

電気・ガス・熱供給・水道業 18.8 4.3 6.7 81.2 0.1 0.9 0.9

情報通信業 23.4 11.2 31.6 76.6 1.3 8.7 3.6

運輸業 27.5 64.4 40.8 72.5 14.9 19.8 28.5

卸売・小売業 61.8 78.3 15.3 38.2 40.1 8.5 63.7

金融・保険業 43.5 16.1 8.4 56.5 7.1 7.2 11.0

不動産業 37.7 15.2 30.4 62.3 0.0 32.9 5.7

飲食店、宿泊業 60.3 96.0 8.4 39.7 65.9 14.2 84.1

医療、福祉 73.7 24.8 24.2 26.3 14.5 15.7 22.1

教育、学習支援業 45.9 68.2 19.9 54.1 31.3 11.6 48.2

複合サービス業 40.7 11.5 54.4 59.3 2.9 24.8 6.4

サービス業 36.6 49.4 33.3 63.4 14.0 21.5 27.0

5人～29人 28.8 47.6 6.9 71.2 19.2 9.5 27.4

30～49人 39.2 39.0 10.6 60.8 8.9 8.9 20.7

50～99人 45.5 37.0 15.3 54.5 11.2 11.1 22.9

100人～299人 43.2 31.9 17.2 56.8 10.3 9.6 19.6

300人～499人 44.5 18.6 19.9 55.5 5.7 11.4 11.4

500人～999人 46.7 35.0 38.2 53.3 7.0 12.7 20.0

1,000人以上 44.4 60.6 26.4 55.6 18.8 12.6 37.4
※問４の各人数を産業別・規模別に集計し、全従業員を100％として算出

常用労働者に占
めるパートタイム

労働者

計

産
業

規
模

区分
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表２－１　仕事と家庭の両立支援の取組状況（所定外労働時間の削減）
（単位：％）

計 行っている 行っていない

100.0 81.1 18.9

鉱業 100.0 33.3 66.7

建設業 100.0 74.5 25.5

製造業 100.0 77.2 22.8

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 81.8 18.2

情報通信業 100.0 88.2 11.8

運輸業 100.0 85.4 14.6

卸売・小売業 100.0 88.6 11.4

金融・保険業 100.0 95.5 4.5

不動産業 100.0 50.0 50.0

飲食店、宿泊業 100.0 86.5 13.5

医療、福祉 100.0 80.2 19.8

教育、学習支援業 100.0 53.3 46.7

複合サービス業 100.0 66.7 33.3

サービス業 100.0 83.5 16.5

5人～29人 100.0 77.8 22.2

30～49人 100.0 71.0 29.0

50～99人 100.0 75.1 24.9

100人～299人 100.0 78.4 21.6

300人～499人 100.0 87.5 12.5

500人～999人 100.0 87.1 12.9

1,000人以上 100.0 92.9 7.1
※問５の１、所定外労働時間の削減を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

区分

計

表２－２　仕事と家庭の両立支援の取組状況（年次有給休暇の取得促進）
（単位：％）

計 行っている 行っていない

100.0 74.4 25.6

鉱業 100.0 100.0 0.0

建設業 100.0 77.4 22.6

製造業 100.0 66.5 33.5

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 90.9 9.1

情報通信業 100.0 100.0 0.0

運輸業 100.0 77.8 22.2

卸売・小売業 100.0 76.9 23.1

金融・保険業 100.0 86.4 13.6

不動産業 100.0 50.0 50.0

飲食店、宿泊業 100.0 59.5 40.5

医療、福祉 100.0 80.4 19.6

教育、学習支援業 100.0 70.0 30.0

複合サービス業 100.0 63.6 36.4

サービス業 100.0 71.4 28.6

5人～29人 100.0 51.9 48.1

30～49人 100.0 70.9 29.1

50～99人 100.0 63.5 36.5

100人～299人 100.0 71.3 28.7

300人～499人 100.0 71.9 28.1

500人～999人 100.0 90.1 9.9

1,000人以上 100.0 87.6 12.4
※問５の２、年次有給休暇の取得促進を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

区分

計
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表２－３　仕事と家庭の両立支援の取組状況（多様な正社員制度の導入・拡充）
（単位：％）

計 行っている 行っていない

100.0 40.1 59.9

鉱業 100.0 33.3 66.7

建設業 100.0 29.4 70.6

製造業 100.0 28.7 71.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 18.2 81.8

情報通信業 100.0 52.9 47.1

運輸業 100.0 45.1 54.9

卸売・小売業 100.0 57.5 42.5

金融・保険業 100.0 72.7 27.3

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 50.0 50.0

医療、福祉 100.0 42.4 57.6

教育、学習支援業 100.0 19.4 80.6

複合サービス業 100.0 41.7 58.3

サービス業 100.0 26.4 73.6

5人～29人 100.0 40.7 59.3

30～49人 100.0 26.8 73.2

50～99人 100.0 31.1 68.9

100人～299人 100.0 33.5 66.5

300人～499人 100.0 35.4 64.6

500人～999人 100.0 37.1 62.9

1,000人以上 100.0 65.5 34.5
※問５の３、多様な正社員制度の導入・拡充を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

区分

計

表２－４　仕事と家庭の両立支援の取組状況（柔軟な働き方の導入・拡充）
（単位：％）

計 行っている 行っていない

100.0 21.5 78.5

鉱業 100.0 33.3 66.7

建設業 100.0 26.9 73.1

製造業 100.0 21.3 78.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 18.2 81.8

情報通信業 100.0 23.5 76.5

運輸業 100.0 17.1 82.9

卸売・小売業 100.0 23.9 76.1

金融・保険業 100.0 9.5 90.5

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 48.6 51.4

医療、福祉 100.0 15.8 84.2

教育、学習支援業 100.0 23.3 76.7

複合サービス業 100.0 16.7 83.3

サービス業 100.0 22.0 78.0

5人～29人 100.0 30.8 69.2

30～49人 100.0 20.1 79.9

50～99人 100.0 20.4 79.6

100人～299人 100.0 16.0 84.0

300人～499人 100.0 12.3 87.7

500人～999人 100.0 24.3 75.7

1,000人以上 100.0 29.6 70.4
※問５の４、柔軟な働き方の導入・拡充を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

区分

計
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表２－５　仕事と家庭の両立支援の取組状況（育児・介護と仕事の両立支援制度の導入・充実）
（単位：％）

計 行っている 行っていない

100.0 65.1 34.9

鉱業 100.0 66.7 33.3

建設業 100.0 60.8 39.2

製造業 100.0 67.4 32.6

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 90.9 9.1

情報通信業 100.0 76.5 23.5

運輸業 100.0 61.0 39.0

卸売・小売業 100.0 72.1 27.9

金融・保険業 100.0 86.4 13.6

不動産業 100.0 100.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 45.9 54.1

医療、福祉 100.0 66.9 33.1

教育、学習支援業 100.0 51.6 48.4

複合サービス業 100.0 75.0 25.0

サービス業 100.0 47.8 52.2

5人～29人 100.0 48.1 51.9

30～49人 100.0 50.3 49.7

50～99人 100.0 59.8 40.2

100人～299人 100.0 61.3 38.7

300人～499人 100.0 67.2 32.8

500人～999人 100.0 80.3 19.7

1,000人以上 100.0 80.4 19.6
※問５の５、育児・介護と仕事の両立支援制度の導入・充実を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

区分

計

表２－６　『ゆう活』の実施状況
（単位：％）

計 実施した 実施しなかった

100.0 2.0 98.0

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 0.0 100.0

製造業 100.0 2.5 97.5

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0

情報通信業 100.0 0.0 100.0

運輸業 100.0 1.1 98.9

卸売・小売業 100.0 0.0 100.0

金融・保険業 100.0 35.0 65.0

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 0.0 100.0

医療、福祉 100.0 2.1 97.9

教育、学習支援業 100.0 6.3 93.8

複合サービス業 100.0 0.0 100.0

サービス業 100.0 0.0 100.0

5人～29人 100.0 0.0 100.0

30～49人 100.0 1.8 98.2

50～99人 100.0 1.4 98.6

100人～299人 100.0 1.4 98.6

300人～499人 100.0 1.4 98.6

500人～999人 100.0 1.3 98.7

1,000人以上 100.0 3.5 96.5
※問６、『ゆう活』の実施状況を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

計

産
業

規
模

区分
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表３－２　育児休業の対象者（期間を定めて雇用される労働者）
（単位：％）

計 対象としている
対象としていな

い

100.0 53.9 46.1

鉱業 100.0 66.7 33.3

建設業 100.0 45.8 54.2

製造業 100.0 50.9 49.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 63.6 36.4

情報通信業 100.0 70.6 29.4

運輸業 100.0 67.1 32.9

卸売・小売業 100.0 49.2 50.8

金融・保険業 100.0 71.4 28.6

不動産業 100.0 33.3 66.7

飲食店、宿泊業 100.0 61.3 38.7

医療、福祉 100.0 49.7 50.3

教育、学習支援業 100.0 60.7 39.3

複合サービス業 100.0 75.0 25.0

サービス業 100.0 55.4 44.6

5人～29人 100.0 45.0 55.0

30～49人 100.0 48.0 52.0

50～99人 100.0 44.6 55.4

100人～299人 100.0 51.1 48.9

300人～499人 100.0 58.1 41.9

500人～999人 100.0 57.4 42.6

1,000人以上 100.0 66.5 33.5
※問８の１、期間を定めて雇用される労働者を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

区分

計

表３－１　育児休業制度の規定状況
（単位：％）

区分 計 規定あり 規定なし

100.0 93.6 6.4

鉱業 100.0 100.0 0.0

建設業 100.0 88.7 11.3

製造業 100.0 93.7 6.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 0.0

情報通信業 100.0 100.0 0.0

運輸業 100.0 93.5 6.5

卸売・小売業 100.0 93.9 6.1

金融・保険業 100.0 100.0 0.0

不動産業 100.0 100.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 76.2 23.8

医療、福祉 100.0 99.5 0.5

教育、学習支援業 100.0 90.6 9.4

複合サービス業 100.0 100.0 0.0

サービス業 100.0 87.5 12.5

5人～29人 100.0 53.6 46.4

30～49人 100.0 87.3 12.7

50～99人 100.0 93.3 6.7

100人～299人 100.0 96.2 3.8

300人～499人 100.0 97.2 2.8

500人～999人 100.0 100.0 0.0

1,000人以上 100.0 97.5 2.5
※問７、育児休業制度の規定状況を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

計
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表３－３　育児休業の対象者（所定労働日数が週２日以下の労働者）
（単位：％）

計 対象としている
対象としていな

い

100.0 17.4 82.6

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 14.3 85.7

製造業 100.0 13.8 86.2

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 45.5 54.5

情報通信業 100.0 6.7 93.3

運輸業 100.0 38.2 61.8

卸売・小売業 100.0 16.4 83.6

金融・保険業 100.0 5.0 95.0

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 44.8 55.2

医療、福祉 100.0 13.9 86.1

教育、学習支援業 100.0 7.1 92.9

複合サービス業 100.0 27.3 72.7

サービス業 100.0 13.1 86.9

5人～29人 100.0 10.0 90.0

30～49人 100.0 11.0 89.0

50～99人 100.0 12.7 87.3

100人～299人 100.0 14.0 86.0

300人～499人 100.0 6.8 93.2

500人～999人 100.0 30.8 69.2

1,000人以上 100.0 27.6 72.4
※問８の２、所定労働日数が週２日以下の労働者を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

区分

計

表３－４　育児休業の対象者（勤続１年未満の労働者）
（単位：％）

計 対象としている
対象としていな

い

100.0 19.7 80.3

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 8.2 91.8

製造業 100.0 18.5 81.5

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 9.1 90.9

情報通信業 100.0 12.5 87.5

運輸業 100.0 31.2 68.8

卸売・小売業 100.0 21.0 79.0

金融・保険業 100.0 0.0 100.0

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 31.0 69.0

医療、福祉 100.0 19.9 80.1

教育、学習支援業 100.0 14.3 85.7

複合サービス業 100.0 9.1 90.9

サービス業 100.0 23.8 76.2

5人～29人 100.0 26.3 73.7

30～49人 100.0 19.3 80.7

50～99人 100.0 17.3 82.7

100人～299人 100.0 20.7 79.3

300人～499人 100.0 14.8 85.2

500人～999人 100.0 23.2 76.8

1,000人以上 100.0 20.3 79.7
※問８の３、勤続１年未満の労働者を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

区分

計
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表３－５　育児休業の対象者（配偶者が常態として子を養育することができる労働者）
（単位：％）

計 対象としている
対象としていな

い

100.0 60.4 39.6

鉱業 100.0 66.7 33.3

建設業 100.0 54.2 45.8

製造業 100.0 61.4 38.6

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 81.8 18.2

情報通信業 100.0 64.3 35.7

運輸業 100.0 69.3 30.7

卸売・小売業 100.0 58.2 41.8

金融・保険業 100.0 75.0 25.0

不動産業 100.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 60.0 40.0

医療、福祉 100.0 56.4 43.6

教育、学習支援業 100.0 67.9 32.1

複合サービス業 100.0 50.0 50.0

サービス業 100.0 56.6 43.4

5人～29人 100.0 60.0 40.0

30～49人 100.0 42.1 57.9

50～99人 100.0 52.2 47.8

100人～299人 100.0 59.4 40.6

300人～499人 100.0 69.4 30.6

500人～999人 100.0 78.8 21.2

1,000人以上 100.0 71.6 28.4
※問８の４、配偶者が常態として子を養育することができる労働者を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

区分

計

表３－６　育児休業の対象者（１年以内に退職することが明らかな労働者）
（単位：％）

計 対象としている
対象としていな

い

100.0 19.3 80.7

鉱業 100.0 33.3 66.7

建設業 100.0 4.1 95.9

製造業 100.0 20.4 79.6

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 9.1 90.9

情報通信業 100.0 12.5 87.5

運輸業 100.0 21.3 78.7

卸売・小売業 100.0 21.9 78.1

金融・保険業 100.0 5.0 95.0

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 37.9 62.1

医療、福祉 100.0 15.6 84.4

教育、学習支援業 100.0 17.9 82.1

複合サービス業 100.0 9.1 90.9

サービス業 100.0 26.8 73.2

5人～29人 100.0 10.5 89.5

30～49人 100.0 13.7 86.3

50～99人 100.0 17.0 83.0

100人～299人 100.0 18.8 81.3

300人～499人 100.0 24.6 75.4

500人～999人 100.0 31.8 68.2

1,000人以上 100.0 20.2 79.8
※問８の５、１年以内に退職することが明らかな労働者を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

産
業

規
模

区分

計
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表３－７　育児休業制度の取得可能期間
（単位：％）

計
子が満１歳
未満

子が満１歳
６か月未満

子が２歳未満 子が３歳未満 子が３歳以上

100.0 57.4 24.5 3.9 12.7 1.6

鉱業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 40.4 42.6 6.4 8.5 2.1

製造業 100.0 62.6 28.8 2.7 5.5 0.5

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 27.3 18.2 54.5 0.0 0.0

情報通信業 100.0 76.5 17.6 0.0 5.9 0.0

運輸業 100.0 65.8 22.8 0.0 10.1 1.3

卸売・小売業 100.0 39.4 19.4 9.1 28.6 3.4

金融・保険業 100.0 68.2 18.2 9.1 4.5 0.0

不動産業 100.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 44.8 48.3 0.0 6.9 0.0

医療、福祉 100.0 73.0 19.6 0.6 4.9 1.8

教育、学習支援業 100.0 46.4 17.9 0.0 35.7 0.0

複合サービス業 100.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0

サービス業 100.0 62.7 19.3 1.2 14.5 2.4

5人～29人 100.0 58.8 35.3 0.0 0.0 5.9

30～49人 100.0 60.1 29.7 0.7 7.4 2.0

50～99人 100.0 64.3 28.6 1.6 5.5 0.0

100人～299人 100.0 67.0 27.6 0.5 3.8 1.1

300人～499人 100.0 65.1 22.2 0.0 11.1 1.6

500人～999人 100.0 56.5 26.1 7.2 10.1 0.0

1,000人以上 100.0 40.4 14.3 10.8 31.4 3.1
※問９の、育児休業制度の取得可能期間を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

※子が満１歳６か月未満：法律に定める要件による期間延長を除く

区分

計

産
業

規
模

表３－８　育児休業制度の取得者の状況
（単位：％）

出産した女性労働者数 配偶者が出産した男性労働者数

育児休業
開始者数

代替要員
採用

育児休業
開始者数

代替要員
採用

100.0 44.3 89.1 26.3 55.7 1.8 4.2

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 10.4 71.4 40.0 89.6 0.0 0.0

製造業 100.0 19.8 89.3 26.7 80.2 0.4 33.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 54.5 66.7 75.0 45.5 0.0 0.0

情報通信業 100.0 42.2 105.3 20.0 57.8 0.0 0.0

運輸業 100.0 25.3 90.0 22.2 74.7 2.5 0.0

卸売・小売業 100.0 54.2 79.8 55.2 45.8 1.4 0.0

金融・保険業 100.0 37.6 85.7 10.0 62.4 0.0 0.0

不動産業 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 46.7 114.3 25.0 53.3 0.0 0.0

医療、福祉 100.0 77.3 89.2 23.8 22.7 3.6 0.0

教育、学習支援業 100.0 47.9 101.1 9.9 52.1 9.2 0.0

複合サービス業 100.0 42.9 100.0 40.0 57.1 0.0 0.0

サービス業 100.0 47.7 75.0 53.8 52.3 3.5 0.0

5人～29人 100.0 50.0 100.0 100.0 50.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 51.2 95.5 100.0 48.8 4.8 50.0

50～99人 100.0 57.3 76.0 100.0 42.7 0.0 0.0

100人～299人 100.0 44.9 84.6 100.0 55.1 1.0 0.0

300人～499人 100.0 47.5 91.7 100.0 52.5 3.1 0.0

500人～999人 100.0 45.4 94.5 100.0 54.6 1.5 0.0

1,000人以上 100.0 39.7 92.2 100.0 60.3 1.9 0.0

計

※問１０（１）、育児休業制度の取得者の状況を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。そのうち育児休業開始者数は、男
性・女性の出産者数に占める割合。

計

産
業

規
模

区分



 －37－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－９　育児休業終了後の復職状況
（単位：％）

女性 男性

計 復職した者
復職予定で
あったが退職し

た者
計 復職した者

復職予定で
あったが退職し

た者

100.0 91.4 8.6 100.0 95.2 4.8

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

製造業 100.0 93.3 6.7 100.0 66.7 33.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 58.8 41.2 100.0 100.0 0.0

卸売・小売業 100.0 93.9 6.1 100.0 100.0 0.0

金融・保険業 100.0 72.1 27.9 0.0 0.0 0.0

不動産業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0

医療、福祉 100.0 95.5 4.5 100.0 100.0 0.0

教育、学習支援業 100.0 89.4 10.6 100.0 100.0 0.0

複合サービス業 100.0 91.7 8.3 0.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 91.7 8.3 0.0 0.0 0.0

5人～29人 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50～99人 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100人～299人 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

300人～499人 100.0 96.5 3.5 100.0 100.0 0.0

500人～999人 100.0 96.7 3.3 100.0 100.0 0.0

1,000人以上 100.0 96.7 3.3 100.0 92.9 7.1
※問１０（２）、育児休業終了後の復職状況を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表３－１０　育児休業制度の利用期間（女性）
（単位：％）

計 １か月未満
１か月～
３か月未満

３か月～
６か月未満

６か月～
１２か月未満

１２か月～
２４か月未満

２４か月～
３６か月未満

３６か月以上

100.0 0.3 1.8 6.0 64.8 24.6 2.4 0.1

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

製造業 100.0 0.7 1.3 2.6 58.9 30.5 6.0 0.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 0.0 0.0 0.0 54.5 36.4 0.0 9.1

運輸業 100.0 10.0 0.0 10.0 60.0 15.0 5.0 0.0

卸売・小売業 100.0 0.0 1.7 5.2 36.2 44.8 12.1 0.0

金融・保険業 100.0 0.0 0.0 2.4 70.7 24.4 2.4 0.0

不動産業 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0

医療、福祉 100.0 0.0 1.5 7.7 72.1 17.9 0.9 0.0

教育、学習支援業 100.0 0.0 4.0 6.0 55.0 35.0 0.0 0.0

複合サービス業 100.0 0.0 0.0 7.7 84.6 7.7 0.0 0.0

サービス業 100.0 0.0 6.1 6.1 66.7 21.2 0.0 0.0

5人～29人 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 0.0 5.6 11.1 61.1 22.2 0.0 0.0

50～99人 100.0 1.1 2.2 6.7 66.7 23.3 0.0 0.0

100人～299人 100.0 0.5 1.1 8.5 69.8 20.1 0.0 0.0

300人～499人 100.0 0.0 1.4 8.2 76.7 11.6 2.1 0.0

500人～999人 100.0 0.0 3.3 3.3 41.7 40.0 11.7 0.0

1,000人以上 100.0 0.3 1.6 3.9 60.6 30.3 3.1 0.3
※問１０（３）、育児休業制度の利用期間（女性）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

計

産
業

規
模

区分
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表３－１１　育児休業制度の利用期間（男性）
（単位：％）

計 １か月未満
１か月～
３か月未満

３か月～
６か月未満

６か月～
１２か月未満

１２か月～
２４か月未満

２４か月～
３６か月未満

３６か月以上

100.0 56.5 34.8 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

製造業 100.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

卸売・小売業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金融・保険業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

医療、福祉 100.0 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

教育、学習支援業 100.0 44.4 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

複合サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5人～29人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50～99人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100人～299人 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

300人～499人 100.0 60.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0

500人～999人 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,000人以上 100.0 46.2 46.2 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0
※問１０（３）、育児休業制度の利用期間（男性）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表３－１２　育児のための勤務時間短縮等の制度の導入状況
（単位：％）

勤務時間短縮
等の制度を導
入している事業

所

短時間勤務制
度

フレックスタイ
ム

始業・終業時
刻の繰上げ・繰

下げ

所定外労働の
制限

事業所内保育
施設

育児に要する
経費の援助措

置

91.2 86.7 18.8 50.8 78.7 6.6 8.3

鉱業 100.0 100.0 66.7 100.0 66.7 0.0 0.0

建設業 89.6 88.6 12.5 53.5 76.2 0.0 2.5

製造業 90.1 86.4 19.3 46.9 76.6 3.8 4.9

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 9.1 36.4 100.0 0.0 45.5

情報通信業 100.0 81.3 20.0 46.7 92.9 6.7 13.3

運輸業 90.8 84.2 13.7 34.7 85.1 1.4 10.8

卸売・小売業 92.5 91.9 33.7 74.2 80.6 1.3 1.9

金融・保険業 100.0 90.9 9.5 61.9 90.5 4.8 14.3

不動産業 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 77.8 70.4 42.3 53.8 61.5 24.0 24.0

医療、福祉 93.8 88.6 7.9 37.5 80.8 19.5 11.0

教育、学習支援業 85.7 85.7 7.4 51.9 74.1 3.7 7.4

複合サービス業 100.0 91.7 9.1 9.1 45.5 0.0 27.3

サービス業 87.1 76.5 15.7 57.1 75.0 6.0 10.8

5人～29人 73.7 73.7 11.1 44.4 57.9 0.0 0.0

30～49人 81.8 74.7 14.9 44.4 66.0 7.1 5.6

50～99人 89.7 84.9 15.0 45.7 78.9 4.6 4.7

100人～299人 92.1 88.5 9.9 46.0 79.8 8.0 2.5

300人～499人 98.4 96.8 10.0 57.4 91.9 6.5 8.1

500人～999人 97.0 94.2 20.6 48.5 88.2 4.5 4.4

1,000人以上 96.3 90.9 34.1 61.9 81.7 8.3 19.9
※問１１、育児のための勤務時間短縮等の制度の導入状況を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表３－１４　育児のための勤務時間短縮等の制度（フレックスタイム）
（単位：％）

制度の最長利用期間

計
子が１歳に
達するまで

子が１歳以上
３歳に達する

まで
子が３歳以上

100.0 13.4 27.6 59.0

鉱業 100.0 0.0 50.0 50.0

建設業 100.0 40.0 40.0 20.0

製造業 100.0 12.1 21.2 66.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0 0.0

情報通信業 100.0 50.0 0.0 50.0

運輸業 100.0 50.0 12.5 37.5

卸売・小売業 100.0 9.6 23.1 67.3

金融・保険業 0.0 0.0 0.0 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 11.1 66.7 22.2

医療、福祉 100.0 0.0 40.0 60.0

教育、学習支援業 100.0 0.0 50.0 50.0

複合サービス業 100.0 0.0 100.0 0.0

サービス業 100.0 11.1 11.1 77.8

5人～29人 100.0 100.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 29.4 52.9 17.6

50～99人 100.0 23.8 38.1 38.1

100人～299人 100.0 0.0 26.7 73.3

300人～499人 100.0 0.0 20.0 80.0

500人～999人 100.0 0.0 15.4 84.6

1,000人以上 100.0 10.0 21.7 68.3
※問１１、フレックスタイムを産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表３－１３　育児のための勤務時間短縮等の制度（短時間勤務制度）
（単位：％）

制度の最長利用期間 平日１日に短縮する時間の長さ

計
子が１歳に
達するまで

子が１歳以
上３歳に達す
るまで

子が３歳以
上

計 １時間未満
１時間以上
２時間未満

２時間以上
４時間未満

４時間以上

100.0 8.7 56.3 35.0 100.0 4.4 54.8 29.9 10.8

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7 100.0 33.3 66.7 0.0 0.0

建設業 100.0 7.9 57.9 34.2 89.5 0.0 60.5 26.3 2.6

製造業 100.0 10.0 58.9 31.1 99.4 2.8 57.2 34.4 5.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 45.5 54.5 100.0 0.0 54.5 45.5 0.0

情報通信業 100.0 8.3 41.7 50.0 108.3 0.0 41.7 58.3 8.3

運輸業 100.0 17.7 45.2 37.1 87.1 8.1 53.2 11.3 14.5

卸売・小売業 100.0 7.8 37.9 54.2 99.3 3.9 44.4 28.1 22.9

金融・保険業 100.0 0.0 68.4 31.6 105.3 5.3 31.6 21.1 47.4

不動産業 100.0 0.0 0.0 100.0 150.0 0.0 50.0 100.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 10.5 84.2 5.3 100.0 10.5 47.4 15.8 26.3

医療、福祉 100.0 5.3 70.7 24.1 103.0 3.8 61.7 32.3 5.3

教育、学習支援業 100.0 8.3 79.2 12.5 95.8 8.3 66.7 16.7 4.2

複合サービス業 100.0 27.3 63.6 9.1 100.0 0.0 90.9 0.0 9.1

サービス業 100.0 7.7 58.5 33.8 96.9 7.7 49.2 40.0 0.0

5人～29人 100.0 28.6 42.9 28.6 100.0 21.4 50.0 21.4 7.1

30～49人 100.0 16.8 63.4 19.8 102.0 8.9 55.4 33.7 4.0

50～99人 100.0 9.2 69.0 21.8 99.3 8.5 55.6 31.0 4.2

100人～299人 100.0 7.9 60.3 31.8 100.0 3.3 59.6 31.8 5.3

300人～499人 100.0 5.0 66.7 28.3 98.3 0.0 53.3 41.7 3.3

500人～999人 100.0 0.0 69.2 30.8 95.4 0.0 75.4 16.9 3.1

1,000人以上 100.0 7.7 34.2 58.2 96.4 1.5 41.8 26.0 27.0
※問１１、短時間勤務制度を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

計

産
業

規
模

区分
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表３－１５　育児のための勤務時間短縮等の制度（始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ）
（単位：％）

制度の最長利用期間

計
子が１歳に
達するまで

子が１歳以上
３歳に達する

まで
子が３歳以上

100.0 9.0 44.6 46.4

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 8.7 47.8 43.5

製造業 100.0 8.6 48.4 43.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 66.7 33.3

情報通信業 100.0 16.7 33.3 50.0

運輸業 100.0 33.3 47.6 19.0

卸売・小売業 100.0 6.1 31.6 62.3

金融・保険業 100.0 7.7 7.7 84.6

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 15.4 76.9 7.7

医療、福祉 100.0 7.8 54.9 37.3

教育、学習支援業 100.0 0.0 71.4 28.6

複合サービス業 100.0 0.0 0.0 100.0

サービス業 100.0 9.1 50.0 40.9

5人～29人 100.0 50.0 25.0 25.0

30～49人 100.0 15.8 57.9 26.3

50～99人 100.0 10.0 52.9 37.1

100人～299人 100.0 8.3 48.6 43.1

300人～499人 100.0 0.0 67.6 32.4

500人～999人 100.0 0.0 46.9 53.1

1,000人以上 100.0 8.1 26.8 65.0
※問１１、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げを産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表３－１６　育児のための勤務時間短縮等の制度（所定外労働の制限）
（単位：％）

制度の最長利用期間

計
子が１歳に
達するまで

子が１歳以上
３歳に達する

まで
子が３歳以上

100.0 7.4 45.8 46.9

鉱業 100.0 0.0 50.0 50.0

建設業 100.0 6.9 48.3 44.8

製造業 100.0 8.4 40.3 51.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 20.0 80.0

情報通信業 100.0 16.7 41.7 41.7

運輸業 100.0 15.0 50.0 35.0

卸売・小売業 100.0 6.2 30.8 63.1

金融・保険業 100.0 0.0 55.6 44.4

不動産業 100.0 0.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 6.3 62.5 31.3

医療、福祉 100.0 6.8 57.6 35.6

教育、学習支援業 100.0 5.0 45.0 50.0

複合サービス業 100.0 0.0 66.7 33.3

サービス業 100.0 4.8 58.7 36.5

5人～29人 100.0 18.2 27.3 54.5

30～49人 100.0 18.4 47.1 34.5

50～99人 100.0 8.8 57.6 33.6

100人～299人 100.0 7.0 48.4 44.5

300人～499人 100.0 5.7 52.8 41.5

500人～999人 100.0 0.0 46.7 53.3

1,000人以上 100.0 3.5 33.3 63.2
※問１１、所定外労働の制限を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表３－１７　育児のための勤務時間短縮等の制度（事業所内保育施設）
（単位：％）

制度の最長利用期間

計
子が１歳に
達するまで

子が１歳以上
３歳に達する

まで
子が３歳以上

100.0 7.9 44.7 47.4

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 0.0 0.0 0.0 0.0

製造業 100.0 0.0 25.0 75.0

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 0.0 0.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 0.0 100.0 0.0

卸売・小売業 100.0 0.0 100.0 0.0

金融・保険業 0.0 0.0 0.0 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 0.0 100.0 0.0

医療、福祉 100.0 12.0 28.0 60.0

教育、学習支援業 100.0 0.0 100.0 0.0

複合サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 0.0 100.0 0.0

5人～29人 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 14.3 42.9 42.9

50～99人 100.0 0.0 16.7 83.3

100人～299人 100.0 10.0 30.0 60.0

300人～499人 100.0 0.0 66.7 33.3

500人～999人 100.0 50.0 50.0 0.0

1,000人以上 100.0 0.0 70.0 30.0
※問１１、事業所内保育施設を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表３－１８　育児のための勤務時間短縮等の制度（育児に要する経費の援助措置）
（単位：％）

制度の最長利用期間

計
子が１歳に
達するまで

子が１歳以上
３歳に達する

まで
子が３歳以上

100.0 13.5 23.1 63.5

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 0.0 0.0 100.0

製造業 100.0 0.0 16.7 83.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 0.0 100.0

情報通信業 100.0 0.0 0.0 100.0

運輸業 100.0 0.0 12.5 87.5

卸売・小売業 100.0 0.0 50.0 50.0

金融・保険業 100.0 0.0 0.0 100.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 0.0 100.0 0.0

医療、福祉 100.0 23.1 15.4 61.5

教育、学習支援業 100.0 0.0 0.0 100.0

複合サービス業 100.0 100.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 25.0 50.0 25.0

5人～29人 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 20.0 60.0 20.0

50～99人 100.0 0.0 20.0 80.0

100人～299人 100.0 0.0 0.0 100.0

300人～499人 100.0 0.0 0.0 100.0

500人～999人 100.0 0.0 50.0 50.0

1,000人以上 100.0 17.6 20.6 61.8
※問１１、育児に要する経費の援助措置を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表４－１　子の看護休暇制度の規定状況
（単位：％）

区分 計 規定あり 規定なし

100.0 80.4 19.6

鉱業 100.0 100.0 0.0

建設業 100.0 74.5 25.5

製造業 100.0 82.1 17.9

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 0.0

情報通信業 100.0 76.5 23.5

運輸業 100.0 81.2 18.8

卸売・小売業 100.0 73.7 26.3

金融・保険業 100.0 96.3 3.7

不動産業 100.0 100.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 56.8 43.2

医療、福祉 100.0 90.2 9.8

教育、学習支援業 100.0 81.3 18.8

複合サービス業 100.0 84.6 15.4

サービス業 100.0 73.4 26.6

5人～29人 100.0 36.0 64.0

30～49人 100.0 68.5 31.5

50～99人 100.0 77.4 22.6

100人～299人 100.0 83.7 16.3

300人～499人 100.0 93.1 6.9

500人～999人 100.0 91.9 8.1

1,000人以上 100.0 85.9 14.1
※問１２（１）、子の看護休暇制度の規定の有無を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

計

産
業

規
模

表４－２　子の看護休暇制度の有給の状況
（単位：％）

計 有給 一部有給 無給

100.0 27.6 8.3 64.1

鉱業 100.0 0.0 0.0 100.0

建設業 100.0 44.7 7.9 47.4

製造業 100.0 16.8 8.1 75.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 72.7 0.0 27.3

情報通信業 100.0 30.8 7.7 61.5

運輸業 100.0 28.8 9.1 62.1

卸売・小売業 100.0 12.0 7.2 80.8

金融・保険業 100.0 90.5 0.0 9.5

不動産業 100.0 33.3 0.0 66.7

飲食店、宿泊業 100.0 15.8 26.3 57.9

医療、福祉 100.0 32.6 10.4 56.9

教育、学習支援業 100.0 41.7 4.2 54.2

複合サービス業 100.0 50.0 0.0 50.0

サービス業 100.0 33.9 8.1 58.1

5人～29人 100.0 44.4 0.0 55.6

30～49人 100.0 24.3 9.9 65.8

50～99人 100.0 31.9 5.6 62.5

100人～299人 100.0 24.7 5.2 70.1

300人～499人 100.0 35.0 1.7 63.3

500人～999人 100.0 9.7 21.0 69.4

1,000人以上 100.0 31.5 10.5 58.0
※問１２（１）、子の看護休暇制度の有給の状況を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

計

産
業

規
模

区分
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表４－３　子の介護休暇制度の対象者（所定労働日数が週２日以下の労働者）
（単位：％）

計
対象と
している

対象と
していない

100.0 13.8 86.2

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 12.5 87.5

製造業 100.0 11.9 88.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0

情報通信業 100.0 0.0 100.0

運輸業 100.0 36.4 63.6

卸売・小売業 100.0 6.9 93.1

金融・保険業 100.0 52.6 47.4

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 40.9 59.1

医療、福祉 100.0 10.5 89.5

教育、学習支援業 100.0 11.5 88.5

複合サービス業 100.0 18.2 81.8

サービス業 100.0 7.8 92.2

5人～29人 100.0 0.0 100.0

30～49人 100.0 10.4 89.6

50～99人 100.0 5.7 94.3

100人～299人 100.0 7.8 92.2

300人～499人 100.0 13.8 86.2

500人～999人 100.0 29.7 70.3

1,000人以上 100.0 23.4 76.6
※問１２（２）、所定労働日数が週２日以下の労働者を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表４－４　子の介護休暇制度の対象者（勤続６ヶ月未満の労働者）
（単位：％）

計 対象としている
対象としていな

い

100.0 21.4 78.6

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 22.5 77.5

製造業 100.0 20.6 79.4

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 45.5 54.5

情報通信業 100.0 15.4 84.6

運輸業 100.0 29.9 70.1

卸売・小売業 100.0 9.7 90.3

金融・保険業 100.0 57.9 42.1

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 31.8 68.2

医療、福祉 100.0 17.2 82.8

教育、学習支援業 100.0 46.2 53.8

複合サービス業 100.0 27.3 72.7

サービス業 100.0 24.0 76.0

5人～29人 100.0 21.4 78.6

30～49人 100.0 14.3 85.7

50～99人 100.0 13.4 86.6

100人～299人 100.0 18.9 81.1

300人～499人 100.0 30.0 70.0

500人～999人 100.0 23.1 76.9

1,000人以上 100.0 31.3 68.7
※問１２（２）、勤続６ヶ月未満の労働者を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表４－５　子の介護休暇制度の対象者（勤続１年未満の労働者）
（単位：％）

計 対象としている
対象としていな

い

100.0 61.8 38.2

鉱業 100.0 33.3 66.7

建設業 100.0 46.2 53.8

製造業 100.0 61.7 38.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 63.6 36.4

情報通信業 100.0 53.8 46.2

運輸業 100.0 80.0 20.0

卸売・小売業 100.0 43.4 56.6

金融・保険業 100.0 78.9 21.1

不動産業 100.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 52.4 47.6

医療、福祉 100.0 73.5 26.5

教育、学習支援業 100.0 69.2 30.8

複合サービス業 100.0 63.6 36.4

サービス業 100.0 64.0 36.0

5人～29人 100.0 53.8 46.2

30～49人 100.0 50.8 49.2

50～99人 100.0 58.2 41.8

100人～299人 100.0 66.7 33.3

300人～499人 100.0 81.4 18.6

500人～999人 100.0 70.3 29.7

1,000人以上 100.0 60.0 40.0
※問１２（２）、勤続１年未満の労働者を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表４－６　子の看護休暇制度の期間の制限
（単位：％）

計
子が小学校
就学の始期に
達するまで

子が小学校
入学～小学校
低学年（３年生
又は９歳）まで

子が小学校
４年生から小
学校卒業（又
は１２歳）まで

子が小学校
卒業以降も
対象

100.0 85.1 2.5 6.8 5.6

鉱業 100.0 66.7 0.0 0.0 33.3

建設業 100.0 91.7 0.0 2.8 5.6

製造業 100.0 89.9 1.6 3.7 4.8

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 90.9 0.0 0.0 9.1

情報通信業 100.0 92.9 7.1 0.0 0.0

運輸業 100.0 91.7 1.7 0.0 6.7

卸売・小売業 100.0 66.9 6.2 20.0 6.9

金融・保険業 100.0 90.0 5.0 0.0 5.0

不動産業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 64.7 5.9 23.5 5.9

医療、福祉 100.0 91.2 1.4 4.1 3.4

教育、学習支援業 100.0 84.0 4.0 4.0 8.0

複合サービス業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 83.3 0.0 7.6 9.1

5人～29人 100.0 81.8 0.0 9.1 9.1

30～49人 100.0 92.7 0.0 2.7 4.5

50～99人 100.0 96.0 0.7 0.7 2.7

100人～299人 100.0 90.6 1.9 2.5 5.0

300人～499人 100.0 91.2 1.8 3.5 3.5

500人～999人 100.0 73.4 9.4 4.7 12.5

1,000人以上 100.0 69.7 3.9 19.7 6.7
※問13（１）、子の看護休暇制度の期間の制限を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

計

産
業

規
模

区分
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表４－７　子の看護休暇制度の制限
（単位：％）

制限あり

同一の労働者
につき

同一の子
につき

上記以外

100.0 23.1 58.2 11.0 7.7

鉱業 100.0 33.3 66.7 0.0 0.0

建設業 100.0 21.6 56.8 16.2 5.4

製造業 100.0 25.7 58.3 9.6 6.4

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 60.0 40.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 13.3 73.3 6.7 6.7

運輸業 100.0 20.6 52.4 7.9 19.0

卸売・小売業 100.0 32.8 51.6 5.5 10.2

金融・保険業 100.0 5.0 85.0 10.0 0.0

不動産業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 33.3 38.9 11.1 16.7

医療、福祉 100.0 14.9 63.1 17.7 4.3

教育、学習支援業 100.0 20.0 56.0 20.0 4.0

複合サービス業 100.0 18.2 81.8 0.0 0.0

サービス業 100.0 19.1 58.8 13.2 8.8

5人～29人 100.0 10.0 60.0 10.0 20.0

30～49人 100.0 23.1 50.0 11.1 15.7

50～99人 100.0 25.8 59.6 10.6 4.0

100人～299人 100.0 17.3 65.4 10.9 6.4

300人～499人 100.0 16.1 60.7 23.2 0.0

500人～999人 100.0 14.8 77.0 4.9 3.3

1,000人以上 100.0 31.1 49.2 9.8 9.8
※問13（２）、子の看護休暇制度の制限を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

計 制限なし

計

産
業

規
模

区分

表４－８　子の介護休暇制度の日数の制限
（単位：％）

計 ５日 ６日～９日 １０日 11日～20日 21日以上

100.0 75.6 0.9 19.0 0.4 4.0

鉱業 100.0 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3

建設業 100.0 61.8 2.9 23.5 0.0 11.8

製造業 100.0 74.3 0.6 21.1 0.6 3.4

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 80.0 0.0 10.0 0.0 10.0

情報通信業 100.0 78.6 0.0 21.4 0.0 0.0

運輸業 100.0 75.5 2.0 20.4 0.0 2.0

卸売・小売業 100.0 82.6 1.7 11.3 0.9 3.5

金融・保険業 100.0 85.0 0.0 10.0 0.0 5.0

不動産業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 40.0 6.7 13.3 0.0 40.0

医療、福祉 100.0 77.4 0.0 22.6 0.0 0.0

教育、学習支援業 100.0 70.8 0.0 25.0 0.0 4.2

複合サービス業 100.0 72.7 0.0 18.2 0.0 9.1

サービス業 100.0 75.8 0.0 21.0 1.6 1.6

5人～29人 100.0 87.5 0.0 12.5 0.0 0.0

30～49人 100.0 72.2 0.0 23.3 1.1 3.3

50～99人 100.0 74.5 1.4 22.1 0.0 2.1

100人～299人 100.0 76.4 1.4 18.8 0.0 3.5

300人～499人 100.0 69.6 0.0 26.8 1.8 1.8

500人～999人 100.0 78.0 0.0 15.3 1.7 5.1

1,000人以上 100.0 77.9 1.2 13.5 0.0 7.4
※問１３（２）、子の介護休暇制度の日数の制限を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

規
模

区分

計

産
業
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表４－９　子の看護休暇制度の利用状況（女性）
（単位：％）

就学前の子を
持つ労働者数

うち看護休暇を
取得した者

100.0 21.6

鉱業 100.0 0.0

建設業 100.0 17.4

製造業 100.0 17.5

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 71.4

情報通信業 100.0 33.3

運輸業 100.0 6.1

卸売・小売業 100.0 11.7

金融・保険業 100.0 17.2

不動産業 100.0 50.0

飲食店、宿泊業 100.0 0.0

医療、福祉 100.0 26.0

教育、学習支援業 100.0 17.6

複合サービス業 100.0 45.0

サービス業 100.0 14.3

5人～29人 100.0 33.3

30～49人 100.0 14.0

50～99人 100.0 16.8

100人～299人 100.0 29.8

300人～499人 100.0 29.1

500人～999人 100.0 32.4

1,000人以上 100.0 14.1
※問14（１）、子の看護休暇制度の利用状況（女性）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

規
模

計

産
業

区分

表４－１０　子の看護休暇制度の利用状況（男性）
（単位：％）

就学前の子を
持つ労働者数

うち看護休暇を
取得した者

100.0 1.9

鉱業 100.0 0.0

建設業 100.0 0.0

製造業 100.0 1.4

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0

情報通信業 100.0 3.4

運輸業 100.0 0.0

卸売・小売業 100.0 0.5

金融・保険業 100.0 0.9

不動産業 100.0 8.3

飲食店、宿泊業 100.0 0.0

医療、福祉 100.0 7.3

教育、学習支援業 100.0 1.7

複合サービス業 100.0 0.0

サービス業 100.0 0.5

5人～29人 100.0 0.0

30～49人 100.0 2.2

50～99人 100.0 2.0

100人～299人 100.0 1.8

300人～499人 100.0 5.2

500人～999人 100.0 2.3

1,000人以上 100.0 1.1
※問14（１）、子の看護休暇制度の利用状況（男性）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表４－１１　子の看護休暇制度の利用日数（女性）
（単位：％）

計 ３日以下 ４日～６日 ７日～９日 １０日以上

100.0 53.7 33.5 8.1 4.6

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0

製造業 100.0 70.8 14.6 0.0 14.6

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 80.0 20.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0

卸売・小売業 100.0 85.7 7.1 7.1 0.0

金融・保険業 100.0 56.5 43.5 0.0 0.0

不動産業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

医療、福祉 100.0 49.2 35.1 10.8 4.9

教育、学習支援業 100.0 55.1 37.2 6.4 1.3

複合サービス業 100.0 37.5 50.0 12.5 0.0

サービス業 100.0 50.0 33.3 11.1 5.6

5人～29人 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 55.6 38.9 0.0 5.6

50～99人 100.0 43.6 46.2 7.7 2.6

100人～299人 100.0 50.6 31.3 14.4 3.8

300人～499人 100.0 46.2 39.4 2.9 11.5

500人～999人 100.0 71.8 16.9 7.0 4.2

1,000人以上 100.0 55.9 35.9 6.9 1.4
※、子の看護休暇制度の利用日数（女性）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表４－１２　子の看護休暇制度の利用日数（男性）
（単位：％）

計 ３日以下 ４日～６日 ７日～９日 １０日以上

100.0 69.1 11.7 4.3 14.9

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

製造業 100.0 41.4 6.9 6.9 44.8

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 87.5 0.0 12.5 0.0

運輸業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

卸売・小売業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

金融・保険業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

不動産業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

医療、福祉 100.0 79.1 16.3 2.3 2.3

教育、学習支援業 100.0 77.8 22.2 0.0 0.0

複合サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

5人～29人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 75.0 25.0 0.0 0.0

50～99人 100.0 88.9 11.1 0.0 0.0

100人～299人 100.0 87.5 0.0 12.5 0.0

300人～499人 100.0 32.0 8.0 8.0 52.0

500人～999人 100.0 71.4 21.4 0.0 7.1

1,000人以上 100.0 84.6 15.4 0.0 0.0
※、子の看護休暇制度の利用日数（男性）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表５－１　介護休業制度の規定の有無
（単位：％）

計
就業規則等に制
度の規定あり

就業規則等に制
度の規定なし

100.0 88.7 11.3

鉱業 100.0 100.0 0.0

建設業 100.0 84.3 15.7

製造業 100.0 89.6 10.4

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 0.0

情報通信業 100.0 88.2 11.8

運輸業 100.0 88.0 12.0

卸売・小売業 100.0 87.8 12.2

金融・保険業 100.0 100.0 0.0

不動産業 100.0 100.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 61.5 38.5

医療、福祉 100.0 96.3 3.7

教育、学習支援業 100.0 87.5 12.5

複合サービス業 100.0 100.0 0.0

サービス業 100.0 81.3 18.8

5人～29人 100.0 50.0 50.0

30～49人 100.0 79.4 20.6

50～99人 100.0 89.0 11.0

100人～299人 100.0 90.0 10.0

300人～499人 100.0 95.9 4.1

500人～999人 100.0 96.1 3.9

1,000人以上 100.0 93.6 6.4
※問15、介護休業制度の規定の有無を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表５－２　介護休業の付与期間
（単位：％）

計 ９３日
９３日を超え
１年未満

１年
１年を超える

期間

100.0 75.9 6.7 13.4 4.1

鉱業 100.0 66.7 0.0 33.3 0.0

建設業 100.0 60.5 4.7 20.9 14.0

製造業 100.0 77.8 7.1 12.3 2.8

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 36.4 0.0 63.6 0.0

情報通信業 100.0 86.7 6.7 6.7 0.0

運輸業 100.0 55.1 5.8 34.8 4.3

卸売・小売業 100.0 72.4 7.6 9.7 10.3

金融・保険業 100.0 33.3 4.8 57.1 4.8

不動産業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 61.1 5.6 33.3 0.0

医療、福祉 100.0 93.0 3.8 2.5 0.6

教育、学習支援業 100.0 80.8 11.5 7.7 0.0

複合サービス業 100.0 75.0 25.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 86.3 9.6 2.7 1.4

5人～29人 100.0 75.0 8.3 16.7 0.0

30～49人 100.0 88.6 3.0 4.5 3.8

50～99人 100.0 85.0 3.5 8.7 2.9

100人～299人 100.0 86.7 6.4 6.4 0.6

300人～499人 100.0 88.3 5.0 3.3 3.3

500人～999人 100.0 78.7 11.5 8.2 1.6

1,000人以上 100.0 45.1 11.3 33.8 9.7
※問１６（１）、介護休業の付与期間を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表５－４　介護休業を取得できる労働者の範囲（期間を定めて雇用される労働者）
（単位：％）

計 取得できる 取得できない

100.0 50.4 49.6

鉱業 100.0 66.7 33.3

建設業 100.0 55.8 44.2

製造業 100.0 42.1 57.9

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 72.7 27.3

情報通信業 100.0 71.4 28.6

運輸業 100.0 64.4 35.6

卸売・小売業 100.0 45.3 54.7

金融・保険業 100.0 71.4 28.6

不動産業 100.0 100.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 61.1 38.9

医療、福祉 100.0 47.1 52.9

教育、学習支援業 100.0 57.7 42.3

複合サービス業 100.0 66.7 33.3

サービス業 100.0 49.3 50.7

5人～29人 100.0 46.2 53.8

30～49人 100.0 44.9 55.1

50～99人 100.0 40.5 59.5

100人～299人 100.0 53.8 46.2

300人～499人 100.0 46.7 53.3

500人～999人 100.0 42.6 57.4

1,000人以上 100.0 63.3 36.7
※問１６（３）、介護休業を取得できる労働者の範囲（期間を定めて雇用される労働者）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表５－３　介護休業の取得可能回数
（単位：％）

１回 ２回 ３回以上 １回 ２回 ３回以上 １回 ２回 ３回以上

100.0 47.3 1.3 1.7 29.9 0.5 1.8 2.5 0.0 1.8 13.2
鉱業 100.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 56.1 0.0 0.0 17.1 0.0 2.4 0.0 0.0 4.9 19.5

製造業 100.0 41.7 1.0 2.0 37.2 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0 15.6

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5

情報通信業 100.0 50.0 0.0 0.0 28.6 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 7.1

運輸業 100.0 30.6 1.6 3.2 22.6 1.6 1.6 22.6 0.0 0.0 16.1

卸売・小売業 100.0 60.1 0.0 0.7 21.7 0.7 1.4 0.0 0.0 6.5 8.7

金融・保険業 100.0 52.6 0.0 5.3 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3

不動産業 100.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 50.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 33.3

医療、福祉 100.0 49.7 0.0 2.0 34.6 0.0 1.3 2.0 0.0 0.7 9.8

教育、学習支援業 100.0 18.5 7.4 0.0 55.6 3.7 7.4 0.0 0.0 0.0 7.4

複合サービス業 100.0 44.4 33.3 0.0 11.1 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 50.0 2.9 2.9 30.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 12.9

5人～29人 100.0 27.3 0.0 0.0 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4

30～49人 100.0 53.3 0.0 2.5 22.5 0.8 2.5 0.8 0.0 0.0 17.5

50～99人 100.0 61.1 0.6 1.2 25.7 0.6 1.8 0.0 0.0 0.6 8.4

100人～299人 100.0 45.7 1.2 1.8 34.1 0.6 1.2 1.2 0.0 0.6 13.4

300人～499人 100.0 38.6 0.0 1.8 47.4 0.0 3.5 1.8 0.0 0.0 7.0

500人～999人 100.0 27.9 4.9 1.6 54.1 0.0 1.6 1.6 0.0 1.6 6.6

1,000人以上 100.0 42.4 2.2 1.6 21.2 0.5 1.6 7.6 0.0 6.0 16.8
※問１６、介護休業の取得可能回数を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

制限なし

計

産
業

規
模

区分 計
対象家族１人につき

対象家族１人につき常時介護を必要
とする状態ごとに１回

その他



 －50－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５－５　介護休業を取得できる労働者の範囲（所定労働日数が週２日以下の労働者）
（単位：％）

計 取得できる 取得できない

100.0 12.3 87.7

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 11.9 88.1

製造業 100.0 10.9 89.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 45.5 54.5

情報通信業 100.0 0.0 100.0

運輸業 100.0 16.9 83.1

卸売・小売業 100.0 6.7 93.3

金融・保険業 100.0 4.8 95.2

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 50.0 50.0

医療、福祉 100.0 12.3 87.7

教育、学習支援業 100.0 0.0 100.0

複合サービス業 100.0 25.0 75.0

サービス業 100.0 16.0 84.0

5人～29人 100.0 7.7 92.3

30～49人 100.0 11.0 89.0

50～99人 100.0 8.2 91.8

100人～299人 100.0 10.6 89.4

300人～499人 100.0 3.4 96.6

500人～999人 100.0 28.8 71.2

1,000人以上 100.0 16.2 83.8
※問１６（３）、介護休業を取得できる労働者の範囲（所定労働日数が週２日以下の労働者）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表５－６　介護休業を取得できる労働者の範囲（勤続１年未満の労働者）
（単位：％）

計 取得できる 取得できない

100.0 14.3 85.7

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 7.0 93.0

製造業 100.0 12.9 87.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0

情報通信業 100.0 0.0 100.0

運輸業 100.0 23.6 76.4

卸売・小売業 100.0 10.1 89.9

金融・保険業 100.0 0.0 100.0

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 38.9 61.1

医療、福祉 100.0 16.0 84.0

教育、学習支援業 100.0 11.1 88.9

複合サービス業 100.0 16.7 83.3

サービス業 100.0 22.7 77.3

5人～29人 100.0 30.8 69.2

30～49人 100.0 16.9 83.1

50～99人 100.0 9.2 90.8

100人～299人 100.0 14.6 85.4

300人～499人 100.0 11.7 88.3

500人～999人 100.0 11.1 88.9

1,000人以上 100.0 17.3 82.7
※問１６（３）、介護休業を取得できる労働者の範囲（勤続１年未満の労働者）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表５－７　介護休業を取得できる労働者の範囲（９３日以内に退職が明らかな労働者）
（単位：％）

計 取得できる 取得できない

100.0 10.2 89.8

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 11.6 88.4

製造業 100.0 8.7 91.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0

情報通信業 100.0 0.0 100.0

運輸業 100.0 15.5 84.5

卸売・小売業 100.0 6.1 93.9

金融・保険業 100.0 0.0 100.0

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 33.3 66.7

医療、福祉 100.0 9.7 90.3

教育、学習支援業 100.0 7.4 92.6

複合サービス業 100.0 16.7 83.3

サービス業 100.0 18.4 81.6

5人～29人 100.0 15.4 84.6

30～49人 100.0 10.1 89.9

50～99人 100.0 8.7 91.3

100人～299人 100.0 11.8 88.2

300人～499人 100.0 11.7 88.3

500人～999人 100.0 11.1 88.9

1,000人以上 100.0 9.1 90.9
※問１６（３）、介護休業を取得できる労働者の範囲（９３日以内に退職が明らかな労働者）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表５－８　介護休業制度取得者の有無
（単位：％）

計 取得者あり 取得者なし

100.0 4.0 96.0

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 0.0 100.0

製造業 100.0 4.9 95.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0

情報通信業 100.0 23.1 76.9

運輸業 100.0 1.6 98.4

卸売・小売業 100.0 4.9 95.1

金融・保険業 100.0 0.0 100.0

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 0.0 100.0

医療、福祉 100.0 6.3 93.8

教育、学習支援業 100.0 0.0 100.0

複合サービス業 100.0 0.0 100.0

サービス業 100.0 0.0 100.0

5人～29人 100.0 0.0 100.0

30～49人 100.0 0.9 99.1

50～99人 100.0 1.4 98.6

100人～299人 100.0 6.6 93.4

300人～499人 100.0 11.5 88.5

500人～999人 100.0 3.7 96.3

1,000人以上 100.0 4.3 95.7
※問１７（１）、介護休業制度取得者の有無を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表５－９　介護休業制度取得者の状況

（単位：％）

計 女性 男性 計 女性 男性

100.0 81.0 19.0 100.0 100.0 0.0

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

製造業 100.0 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

卸売・小売業 100.0 80.0 20.0 100.0 100.0 0.0

金融・保険業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

医療、福祉 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

教育、学習支援業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

複合サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5人～29人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50～99人 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100人～299人 100.0 83.3 16.7 0.0 0.0 0.0

300人～499人 100.0 83.3 16.7 100.0 100.0 0.0

500人～999人 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

1,000人以上 100.0 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0
※問１７（１）、介護休業制度取得者の状況を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

規
模

区分
介護休業取得者 代替要員の採用状況

計

産
業

表５－１０　介護休業終了後の復職状況
（単位：％）

計 復職した者
復職予定で
あったが
退職した者

計 復職した者
復職予定で
あったが
退職した者

計 復職した者
復職予定で
あったが
退職した者

100.0 92.0 8.0 100.0 95.0 5.0 100.0 80.0 20.0

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

製造業 100.0 85.7 14.3 100.0 100.0 0.0 100.0 50.0 50.0

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0

運輸業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0

卸売・小売業 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金融・保険業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

医療、福祉 100.0 90.0 10.0 100.0 90.0 10.0 0.0 0.0 0.0

教育、学習支援業 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0

複合サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5人～29人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 50.0 50.0 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

50～99人 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100人～299人 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0

300人～499人 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0

500人～999人 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0

1,000人以上 100.0 88.9 11.1 100.0 100.0 0.0 100.0 50.0 50.0
※問１７（２）、介護休業終了後の復職状況を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

規
模

区分

女性 男性

計

産
業

全体
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表５－１１　介護休業利用期間
（単位：％）

計 １週間未満
１週間～
２週間未満

２週間～
１か月未満

１か月～
３か月未満

３か月～
１年未満

１年以上

58.3 20.8 12.5 0.0 25.0 41.7 0.0

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

製造業 33.3 16.7 0.0 0.0 16.7 66.7 0.0

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

卸売・小売業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

金融・保険業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

医療、福祉 80.0 30.0 30.0 0.0 20.0 20.0 0.0

教育、学習支援業 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

複合サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5人～29人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50～99人 75.0 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0

100人～299人 66.7 33.3 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0

300人～499人 100.0 25.0 25.0 0.0 50.0 0.0 0.0

500人～999人 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

1,000人以上 22.2 11.1 11.1 0.0 0.0 77.8 0.0
※問１７（３）、介護休業利用期間（男女計）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表５－１２　介護のための勤務時間短縮等の制度の導入状況
（単位：％）

短時間勤務制
度等の制度を
導入している
事業所

短時間勤務制
度

フレックスタイ
ム

始業・就業時
刻の繰上げ・
繰下げ

所定外労働の
制限

介護に要する
経費の援助措

置

89.1 82.0 14.5 43.3 71.2 4.5

鉱業 100.0 100.0 33.3 66.7 66.7 0.0

建設業 84.4 81.4 7.9 37.5 53.8 0.0

製造業 91.9 84.8 17.9 45.3 78.4 3.5

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 10.0 40.0 100.0 0.0

情報通信業 93.8 80.0 6.7 50.0 73.3 7.1

運輸業 87.7 73.0 9.7 30.1 80.8 4.1

卸売・小売業 91.8 86.3 25.4 64.3 72.9 3.5

金融・保険業 100.0 95.2 0.0 61.9 90.5 0.0

不動産業 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0

飲食店、宿泊業 81.0 77.3 42.1 57.9 75.0 31.6

医療、福祉 84.3 74.5 5.4 25.8 56.2 3.3

教育、学習支援業 85.7 85.7 3.7 25.9 66.7 3.7

複合サービス業 100.0 91.7 0.0 8.3 50.0 0.0

サービス業 85.9 81.8 15.8 51.9 71.8 9.3

5人～29人 75.0 75.0 6.3 37.5 50.0 6.3

30～49人 80.9 71.6 10.5 37.9 58.2 4.6

50～99人 84.9 78.0 11.6 42.2 66.7 3.1

100人～299人 91.7 83.8 9.4 42.4 68.3 1.9

300人～499人 93.5 85.7 8.3 37.7 80.6 3.4

500人～999人 100.0 90.5 18.0 32.3 85.2 1.6

1,000人以上 93.4 88.3 25.1 53.8 80.9 8.9
※問１８、介護のための勤務時間短縮等の制度の導入状況を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表５－１３　介護のための勤務時間短縮等の制度（短時間勤務制度）
（単位：％）

９３日未満 ９３日
９３日を超え
１年未満

１年
１年を超える

期間
１時間未満

１時間以上
２時間未満

２時間以上
４時間未満

４時間以上

100.0 23.2 51.8 7.1 8.3 9.7 100.0 3.8 56.2 26.9 13.1

鉱業 100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0

建設業 100.0 15.2 42.4 9.1 15.2 18.2 100.0 0.0 69.7 24.2 6.1

製造業 100.0 17.8 61.5 7.7 7.1 5.9 100.0 3.0 60.5 29.9 6.6

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 40.0 0.0 0.0 60.0 100.0 0.0 40.0 60.0 0.0

情報通信業 100.0 16.7 75.0 0.0 8.3 0.0 100.0 0.0 45.5 54.5 0.0

運輸業 100.0 18.9 41.5 5.7 3.8 30.2 100.0 4.4 66.7 13.3 15.6

卸売・小売業 100.0 37.4 34.1 8.9 7.3 12.2 100.0 0.8 46.7 26.2 26.2

金融・保険業 100.0 10.5 15.8 5.3 57.9 10.5 100.0 5.0 40.0 10.0 45.0

不動産業 100.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 100.0 0.0 33.3 66.7 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 29.4 23.5 5.9 35.3 5.9 100.0 0.0 47.1 23.5 29.4

医療、福祉 100.0 21.2 72.6 2.7 1.8 1.8 100.0 5.5 64.5 25.5 4.5

教育、学習支援業 100.0 20.8 62.5 8.3 4.2 4.2 100.0 0.0 61.9 19.0 19.0

複合サービス業 100.0 0.0 63.6 36.4 0.0 0.0 100.0 0.0 63.6 9.1 27.3

サービス業 100.0 33.9 46.8 6.5 6.5 6.5 100.0 14.5 41.9 35.5 8.1

5人～29人 100.0 45.5 36.4 9.1 9.1 0.0 100.0 0.0 72.7 27.3 0.0

30～49人 100.0 36.8 50.5 6.3 4.2 2.1 100.0 9.1 64.8 20.5 5.7

50～99人 100.0 20.6 63.5 1.6 7.9 6.3 100.0 5.6 59.7 29.0 5.6

100人～299人 100.0 22.1 64.7 7.4 5.1 0.7 100.0 4.3 62.6 28.1 5.0

300人～499人 100.0 1.9 83.3 3.7 1.9 9.3 100.0 1.9 57.7 36.5 3.8

500人～999人 100.0 32.1 44.6 10.7 5.4 7.1 100.0 0.0 70.9 27.3 1.8

1,000人以上 100.0 20.5 27.5 11.1 15.8 25.1 100.0 1.2 37.8 25.0 36.0
※問１８、介護のための勤務時間短縮等の制度（短時間勤務制度）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

制度の最長利用期間

計

平日１日に短縮する時間の長さ

計

産
業

規
模

区分 計

表５－１４　介護のための勤務時間短縮等の制度（フレックスタイム）
（単位：％）

９３日未満 ９３日
９３日を超え
１年未満

１年
１年を超える

期間

100.0 41.4 19.2 3.0 12.1 24.2

鉱業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0

製造業 100.0 17.9 25.0 0.0 10.7 46.4

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

運輸業 100.0 0.0 40.0 0.0 0.0 60.0

卸売・小売業 100.0 82.9 2.9 2.9 2.9 8.6

金融・保険業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 0.0 0.0 12.5 75.0 12.5

医療、福祉 100.0 16.7 66.7 0.0 0.0 16.7

教育、学習支援業 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

複合サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 30.0 40.0 0.0 20.0 10.0

5人～29人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 33.3 55.6 0.0 0.0 11.1

50～99人 100.0 31.3 25.0 0.0 18.8 25.0

100人～299人 100.0 16.7 41.7 8.3 16.7 16.7

300人～499人 100.0 0.0 25.0 0.0 0.0 75.0

500人～999人 100.0 9.1 9.1 0.0 18.2 63.6

1,000人以上 100.0 63.0 6.5 4.3 10.9 15.2
※問１８、介護のための勤務時間短縮等の制度（フレックスタイム）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

規
模

計

制度の最長利用期間

計

産
業

区分
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表５－１５　介護のための勤務時間短縮等の制度（始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ）
（単位：％）

９３日未満 ９３日
９３日を超え
１年未満

１年
１年を超える

期間

100.0 26.9 43.7 7.0 10.1 12.2

鉱業 100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0

建設業 100.0 20.0 40.0 13.3 6.7 20.0

製造業 100.0 23.8 54.8 3.6 9.5 8.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 0.0 85.7 0.0 14.3 0.0

運輸業 100.0 19.0 61.9 4.8 4.8 9.5

卸売・小売業 100.0 40.9 23.9 10.2 8.0 17.0

金融・保険業 100.0 0.0 0.0 8.3 25.0 66.7

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 27.3 9.1 9.1 45.5 9.1

医療、福祉 100.0 29.7 54.1 5.4 8.1 2.7

教育、学習支援業 100.0 33.3 33.3 16.7 0.0 16.7

複合サービス業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 20.5 59.0 7.7 7.7 5.1

5人～29人 100.0 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 31.8 50.0 4.5 6.8 6.8

50～99人 100.0 36.4 40.9 3.0 12.1 7.6

100人～299人 100.0 19.0 63.5 6.3 9.5 1.6

300人～499人 100.0 0.0 82.6 4.3 4.3 8.7

500人～999人 100.0 15.8 57.9 0.0 15.8 10.5

1,000人以上 100.0 31.4 20.0 12.4 11.4 24.8
※問１８、介護のための勤務時間短縮等の制度（始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

計

制度の最長利用期間

計

産
業

規
模

区分

表５－１６　介護のための勤務時間短縮等の制度（所定外労働の制限）
（単位：％）

９３日未満 ９３日
９３日を超え
１年未満

１年
１年を超える

期間

100.0 18.0 26.9 6.8 35.2 13.1

鉱業 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

建設業 100.0 15.8 31.6 5.3 36.8 10.5

製造業 100.0 12.0 33.1 8.5 33.8 12.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 40.0 0.0 10.0 50.0

情報通信業 100.0 0.0 11.1 11.1 77.8 0.0

運輸業 100.0 15.8 24.6 3.5 26.3 29.8

卸売・小売業 100.0 39.2 14.4 6.2 25.8 14.4

金融・保険業 100.0 0.0 5.3 5.3 78.9 10.5

不動産業 100.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 20.0 13.3 6.7 53.3 6.7

医療、福祉 100.0 13.8 32.5 7.5 38.8 7.5

教育、学習支援業 100.0 5.9 11.8 17.6 58.8 5.9

複合サービス業 100.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0

サービス業 100.0 24.5 41.5 5.7 22.6 5.7

5人～29人 100.0 14.3 42.9 0.0 42.9 0.0

30～49人 100.0 28.1 32.8 7.8 29.7 1.6

50～99人 100.0 21.8 28.7 5.9 35.6 7.9

100人～299人 100.0 13.9 35.6 7.9 33.7 8.9

300人～499人 100.0 0.0 40.8 10.2 36.7 12.2

500人～999人 100.0 14.0 28.0 4.0 50.0 4.0

1,000人以上 100.0 20.8 12.3 6.5 32.5 27.9
※問１８、介護のための勤務時間短縮等の制度（所定外労働の制限）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

計

制度の最長利用期間

計

産
業

規
模

区分
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表６－１　介護休暇制度の規定状況
（単位：％）

計
就業規則等に制
度の規定あり

就業規則等に制
度の規定なし

100.0 82.3 17.7

鉱業 100.0 100.0 0.0

建設業 100.0 79.6 20.4

製造業 100.0 79.7 20.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 90.9 9.1

情報通信業 100.0 82.4 17.6

運輸業 100.0 86.7 13.3

卸売・小売業 100.0 81.4 18.6

金融・保険業 100.0 96.0 4.0

不動産業 100.0 100.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 58.3 41.7

医療、福祉 100.0 89.7 10.3

教育、学習支援業 100.0 81.3 18.8

複合サービス業 100.0 61.5 38.5

サービス業 100.0 79.3 20.7

5人～29人 100.0 41.7 58.3

30～49人 100.0 69.2 30.8

50～99人 100.0 82.8 17.2

100人～299人 100.0 86.1 13.9

300人～499人 100.0 84.5 15.5

500人～999人 100.0 94.6 5.4

1,000人以上 100.0 87.0 13.0

※問１９、介護休暇制度の規定状況を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出

計

産
業

規
模

区分

表５－１７　介護のための勤務時間短縮等の制度（介護に要する経費の援助措置）
（単位：％）

９３日未満 ９３日
９３日を超え
１年未満

１年
１年を超える

期間

100.0 5.0 35.0 5.0 35.0 20.0

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

製造業 100.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3

卸売・小売業 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

金融・保険業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 0.0 16.7 0.0 83.3 0.0

医療、福祉 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

教育、学習支援業 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

複合サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 20.0 40.0 0.0 20.0 20.0

5人～29人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

50～99人 100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0

100人～299人 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

300人～499人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

500人～999人 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

1,000人以上 100.0 0.0 28.6 7.1 35.7 28.6
※問１８、介護のための勤務時間短縮等の制度（介護に要する経費の援助措置）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

計

制度の最長利用期間

計

産
業

規
模

区分
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表６－２　介護休暇制度の有給の有無
（単位：％）

計 有給 一部有給 無給

100.0 23.5 9.9 66.6

鉱業 100.0 33.3 0.0 66.7

建設業 100.0 43.2 5.4 51.4

製造業 100.0 14.4 8.6 77.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 70.0 0.0 30.0

情報通信業 100.0 28.6 0.0 71.4

運輸業 100.0 23.5 19.1 57.4

卸売・小売業 100.0 11.2 7.5 81.3

金融・保険業 100.0 75.0 5.0 20.0

不動産業 100.0 33.3 0.0 66.7

飲食店、宿泊業 100.0 5.6 38.9 55.6

医療、福祉 100.0 26.5 11.0 62.5

教育、学習支援業 100.0 36.0 12.0 52.0

複合サービス業 100.0 28.6 0.0 71.4

サービス業 100.0 29.9 7.5 62.7

5人～29人 100.0 33.3 0.0 66.7

30～49人 100.0 19.6 13.1 67.3

50～99人 100.0 27.5 9.4 63.1

100人～299人 100.0 20.1 5.8 74.0

300人～499人 100.0 32.7 3.8 63.5

500人～999人 100.0 12.9 14.5 72.6

1,000人以上 100.0 25.6 12.8 61.7
※問１９、介護休暇制度の有給の有無を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表６－３　介護休暇制度の導入予定
（単位：％）

区分 計
制度の導入予

定あり
制度の導入予

定なし

100.0 12.8 87.2

鉱業 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 16.7 83.3

製造業 100.0 5.6 94.4

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0

情報通信業 100.0 50.0 50.0

運輸業 100.0 22.2 77.8

卸売・小売業 100.0 14.3 85.7

金融・保険業 100.0 0.0 100.0

不動産業 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 50.0 50.0

医療、福祉 100.0 21.4 78.6

教育、学習支援業 100.0 0.0 100.0

複合サービス業 100.0 0.0 100.0

サービス業 100.0 0.0 100.0

5人～29人 100.0 11.1 88.9

30～49人 100.0 13.9 86.1

50～99人 100.0 19.0 81.0

100人～299人 100.0 11.8 88.2

300人～499人 100.0 12.5 87.5

500人～999人 100.0 25.0 75.0

1,000人以上 100.0 0.0 100.0
※問１９、介護休暇制度の導入予定を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出。

計

産
業

規
模
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表６－４　介護休暇制度の対象となる労働者の範囲（所定労働日数が週２日以下の労働者）
（単位：％）

計 対象としている 対象としていない

100.0 14.2 85.8

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 17.5 82.5

製造業 100.0 11.2 88.8

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0

情報通信業 100.0 0.0 100.0

運輸業 100.0 37.3 62.7

卸売・小売業 100.0 7.7 92.3

金融・保険業 100.0 57.9 42.1

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 47.1 52.9

医療、福祉 100.0 7.1 92.9

教育、学習支援業 100.0 12.0 88.0

複合サービス業 100.0 0.0 100.0

サービス業 100.0 13.7 86.3

5人～29人 100.0 0.0 100.0

30～49人 100.0 9.6 90.4

50～99人 100.0 6.4 93.6

100人～299人 100.0 8.8 91.2

300人～499人 100.0 7.4 92.6

500人～999人 100.0 33.3 66.7

1,000人以上 100.0 24.9 75.1

区分

計

産
業

規
模

※問２０（１）、介護休暇制度の対象となる労働者の範囲（所定労働日数が週２日以下の労働者）を産業別・規模別
に集計し、各計100％として算出。

表６－５　介護休暇制度の対象となる労働者の範囲（勤続６ヶ月未満の労働者）
（単位：％）

計 対象としている 対象としていない

100.0 19.4 80.6

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 20.0 80.0

製造業 100.0 17.3 82.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 50.0 50.0

情報通信業 100.0 14.3 85.7

運輸業 100.0 32.4 67.6

卸売・小売業 100.0 11.1 88.9

金融・保険業 100.0 52.6 47.4

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 41.2 58.8

医療、福祉 100.0 13.6 86.4

教育、学習支援業 100.0 40.0 60.0

複合サービス業 100.0 14.3 85.7

サービス業 100.0 17.8 82.2

5人～29人 100.0 30.0 70.0

30～49人 100.0 15.5 84.5

50～99人 100.0 8.2 91.8

100人～299人 100.0 15.8 84.2

300人～499人 100.0 21.4 78.6

500人～999人 100.0 29.5 70.5

1,000人以上 100.0 30.0 70.0

区分

計

産
業

規
模

※問２０（１）、介護休暇制度の対象となる労働者の範囲（勤続６ヶ月未満の労働者）を産業別・規模別に集計し、
各計100％として算出。
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表６－６　介護休暇制度の対象となる労働者の範囲（勤続１年未満の労働者）
（単位：％）

計 対象としている 対象としていない

100.0 53.9 46.1

鉱業 100.0 66.7 33.3

建設業 100.0 45.0 55.0

製造業 100.0 53.1 46.9

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 60.0 40.0

情報通信業 100.0 57.1 42.9

運輸業 100.0 71.6 28.4

卸売・小売業 100.0 40.3 59.7

金融・保険業 100.0 73.7 26.3

不動産業 100.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 52.9 47.1

医療、福祉 100.0 57.9 42.1

教育、学習支援業 100.0 64.0 36.0

複合サービス業 100.0 71.4 28.6

サービス業 100.0 51.4 48.6

5人～29人 100.0 60.0 40.0

30～49人 100.0 45.2 54.8

50～99人 100.0 46.8 53.2

100人～299人 100.0 57.9 42.1

300人～499人 100.0 65.5 34.5

500人～999人 100.0 60.0 40.0

1,000人以上 100.0 56.6 43.4

区分

計

産
業

規
模

※問２０（１）、介護休暇制度の対象となる労働者の範囲（勤続１年未満の労働者）を産業別・規模別に集計し、各
計100％として算出。

表６－７　介護休暇取得の制限
（単位：％）

制限あり

同一の労働者
につき

同一の要介護
状態の対象家
族につき

上記以外

100.0 31.2 54.9 7.9 6.0

鉱業 100.0 66.7 33.3 0.0 0.0

建設業 100.0 26.3 57.9 5.3 10.5

製造業 100.0 23.5 59.0 10.2 7.2

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 55.6 33.3 0.0 11.1

情報通信業 100.0 14.3 78.6 7.1 0.0

運輸業 100.0 29.5 59.0 3.3 8.2

卸売・小売業 100.0 53.5 39.5 1.6 5.4

金融・保険業 100.0 47.4 47.4 5.3 0.0

不動産業 100.0 33.3 66.7 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 53.3 33.3 6.7 6.7

医療、福祉 100.0 23.1 60.8 13.1 3.1

教育、学習支援業 100.0 22.7 54.5 18.2 4.5

複合サービス業 100.0 60.0 40.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 17.4 63.8 10.1 8.7

5人～29人 100.0 0.0 75.0 0.0 25.0

30～49人 100.0 40.2 42.3 8.2 9.3

50～99人 100.0 30.1 55.5 6.2 8.2

100人～299人 100.0 18.2 68.2 6.8 6.8

300人～499人 100.0 21.6 58.8 19.6 0.0

500人～999人 100.0 24.1 74.1 1.9 0.0

1,000人以上 100.0 43.5 42.9 9.0 4.5
※問２０（２）、介護休暇取得の制限を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

規
模

区分 計 制限なし

計

産
業
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表６－８　介護休暇制度の付与日数
（単位：％）

計 ５日 ６日～９日 １０日 １１日～２０日 ２１日以上

100.0 68.0 0.6 18.3 1.4 11.7

鉱業 100.0 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3

建設業 100.0 65.6 3.1 21.9 3.1 6.3

製造業 100.0 59.5 1.3 22.9 0.7 15.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 64.3 0.0 21.4 0.0 14.3

運輸業 100.0 62.5 0.0 17.9 1.8 17.9

卸売・小売業 100.0 79.3 0.8 8.3 3.3 8.3

金融・保険業 100.0 78.9 0.0 15.8 0.0 5.3

不動産業 100.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 50.0 0.0 7.1 0.0 42.9

医療、福祉 100.0 67.5 0.0 25.2 0.8 6.5

教育、学習支援業 100.0 76.2 0.0 23.8 0.0 0.0

複合サービス業 100.0 40.0 0.0 40.0 0.0 20.0

サービス業 100.0 71.4 0.0 12.7 1.6 14.3

5人～29人 100.0 83.3 0.0 16.7 0.0 0.0

30～49人 100.0 62.1 2.3 20.7 6.9 8.0

50～99人 100.0 64.7 0.0 19.5 0.0 15.8

100人～299人 100.0 67.9 0.0 20.9 0.7 10.4

300人～499人 100.0 60.8 0.0 33.3 2.0 3.9

500人～999人 100.0 77.8 1.9 11.1 1.9 7.4

1,000人以上 100.0 71.9 0.6 12.0 0.0 15.6
※問２０（２）、介護休暇制度の付与日数を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表６－９　介護休暇制度の利用日数
（単位：％）

計 ３日以下 ４日～６日 ７日～９日 １０日以上

100.0 52.6 39.8 2.9 4.7

鉱業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

製造業 100.0 54.8 41.9 0.0 3.2

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 60.0 40.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 53.3 20.0 13.3 13.3

卸売・小売業 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

金融・保険業 100.0 40.0 40.0 0.0 20.0

不動産業 100.0 83.3 16.7 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

医療、福祉 100.0 48.2 44.7 3.5 3.5

教育、学習支援業 100.0 81.3 18.8 0.0 0.0

複合サービス業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0

サービス業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5人～29人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 59.1 18.2 9.1 13.6

50～99人 100.0 66.7 22.2 0.0 11.1

100人～299人 100.0 59.5 33.3 0.0 7.1

300人～499人 100.0 33.3 61.1 0.0 5.6

500人～999人 100.0 55.0 45.0 0.0 0.0

1,000人以上 100.0 49.2 45.8 5.1 0.0
※問２０（３）、介護休暇制度の利用日数を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表７－１　育児休業・介護休業終了後の職場復帰プログラムの有無
（単位：％）

職場復帰プログラムを講じている

企業や仕事に
関する情報提

供

職場復帰のた
めの講習

その他

100.0 30.2 14.2 3.8 62.6

鉱業 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

建設業 100.0 22.2 22.2 4.4 64.4

製造業 100.0 17.8 7.7 3.8 74.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 45.5 0.0 0.0 54.5

情報通信業 100.0 35.3 0.0 0.0 64.7

運輸業 100.0 43.4 9.2 2.6 51.3

卸売・小売業 100.0 42.9 31.0 5.4 50.6

金融・保険業 100.0 41.2 17.6 23.5 23.5

不動産業 100.0 33.3 0.0 0.0 66.7

飲食店、宿泊業 100.0 33.3 28.6 0.0 61.9

医療、福祉 100.0 32.1 11.5 3.2 60.3

教育、学習支援業 100.0 18.5 14.8 3.7 74.1

複合サービス業 100.0 33.3 0.0 0.0 66.7

サービス業 100.0 22.5 5.0 1.3 75.0

5人～29人 100.0 133.3 0.0 0.0 366.7

30～49人 100.0 55.6 22.2 13.3 226.7

50～99人 100.0 18.8 8.7 2.4 58.7

100人～299人 100.0 409.1 200.0 45.5 1063.6

300人～499人 100.0 94.1 23.5 11.8 252.9

500人～999人 100.0 30.3 15.8 0.0 56.6

1,000人以上 100.0 60.1 31.0 8.3 53.6
※問２１（１）、育児休業・介護休業終了後の職場復帰プログラムの有無を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

規
模

区分 計
職場復帰プロ
グラムを講じて

いない

計

産
業

表７－２　復帰後の職場・職種
（単位：％）

計
原則として現職

復帰

本人の希望を考
慮して会社が決

定

会社の人事管理
等の都合により

決定

100.0 81.0 14.8 4.2

鉱業 100.0 100.0 0.0 0.0

建設業 100.0 83.3 14.3 2.4

製造業 100.0 84.5 12.1 3.4

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 100.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 77.1 20.0 2.9

卸売・小売業 100.0 76.6 15.6 7.8

金融・保険業 100.0 86.4 9.1 4.5

不動産業 100.0 100.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 84.2 5.3 10.5

医療、福祉 100.0 82.6 14.8 2.6

教育、学習支援業 100.0 84.6 11.5 3.8

複合サービス業 100.0 63.6 18.2 18.2

サービス業 100.0 69.4 27.8 2.8

5人～29人 100.0 46.2 46.2 7.7

30～49人 100.0 79.2 15.4 5.4

50～99人 100.0 76.9 16.0 7.1

100人～299人 100.0 81.3 17.0 1.8

300人～499人 100.0 80.3 19.7 0.0

500人～999人 100.0 84.4 7.8 7.8

1,000人以上 100.0 86.4 10.6 3.0
※問２１（２）、復帰後の職場・職種を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表８－１　再雇用制度の導入状況
（単位：％）

就業規則等で明
文化

慣行で認めてい
る

その他
一年以内に導入

予定
検討中 導入予定なし

100.0 41.5 12.7 3.1 3.2 9.0 30.4

鉱業 100.0 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3

建設業 100.0 35.6 13.3 2.2 0.0 8.9 40.0

製造業 100.0 46.0 7.5 1.4 0.0 7.5 37.6

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 18.2 18.2 0.0 0.0 0.0 63.6

情報通信業 100.0 53.3 6.7 0.0 0.0 0.0 40.0

運輸業 100.0 39.2 10.8 18.9 0.0 10.8 20.3

卸売・小売業 100.0 38.3 6.2 1.2 16.7 7.4 30.2

金融・保険業 100.0 50.0 35.0 0.0 0.0 5.0 10.0

不動産業 100.0 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 50.0 10.0 0.0 0.0 15.0 25.0

医療、福祉 100.0 40.9 22.7 1.9 0.0 11.7 22.7

教育、学習支援業 100.0 22.2 7.4 3.7 0.0 11.1 55.6

複合サービス業 100.0 66.7 8.3 8.3 0.0 8.3 8.3

サービス業 100.0 43.2 21.6 1.4 0.0 9.5 24.3

5人～29人 100.0 47.1 11.8 0.0 0.0 0.0 41.2

30～49人 100.0 36.2 14.9 1.4 0.0 17.0 30.5

50～99人 100.0 42.2 15.6 2.9 0.0 10.4 28.9

100人～299人 100.0 39.1 14.9 1.1 0.0 8.6 36.2

300人～499人 100.0 41.7 16.7 0.0 0.0 6.7 35.0

500人～999人 100.0 54.5 6.1 1.5 0.0 6.1 31.8

1,000人以上 100.0 41.9 7.6 8.1 13.1 5.1 24.2
※問２２、再雇用制度の導入状況を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分 計
制度あり 制度なし

計

産
業

規
模

表８－２　再雇用制度の適用を受けた者
（単位：％）

計 女性 男性 計 女性 男性

100.0 35.5 64.5 100.0 30.4 69.6

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 0.0 100.0 100.0 2.9 97.1

製造業 100.0 33.8 66.2 100.0 17.7 82.3

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0 0.0 0.0 100.0 75.0 25.0

情報通信業 100.0 100.0 0.0 100.0 14.3 85.7

運輸業 100.0 10.0 90.0 100.0 2.1 97.9

卸売・小売業 100.0 40.0 60.0 100.0 51.6 48.4

金融・保険業 100.0 0.0 100.0 100.0 16.0 84.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0

医療、福祉 100.0 84.2 15.8 100.0 83.8 16.2

教育、学習支援業 100.0 28.6 71.4 100.0 28.6 71.4

複合サービス業 100.0 45.5 54.5 100.0 45.5 54.5

サービス業 100.0 12.5 87.5 100.0 12.5 87.5

5人～29人 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0

30～49人 100.0 10.0 90.0 100.0 23.1 76.9

50～99人 100.0 35.3 64.7 100.0 33.3 66.7

100人～299人 100.0 25.0 75.0 100.0 22.8 77.2

300人～499人 100.0 52.0 48.0 100.0 38.3 61.7

500人～999人 100.0 35.3 64.7 100.0 26.7 73.3

1,000人以上 100.0 51.7 48.3 100.0 37.6 62.4
※問２２、再雇用制度の適用を受けた者を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

規
模

区分

再雇用制度の
適用となり退職した者

再雇用制度により再雇用された者

計

産
業
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表９－１　パートタイム労働者の１日あたり労働時間、週あたり労働日数、平均勤続年数
（単位：％）

１日あたりの平均
的に労働時間(時

間)

週あたりの平均
的な労働日数

(日)

平均的な継続年
数(年)

5.8 4.4 5.4

鉱業 6.0 3.0 10.0

建設業 6.4 4.1 2.8

製造業 6.2 4.7 6.1

電気・ガス・熱供給・水道業 7.5 5.0 2.9

情報通信業 6.5 4.3 7.0

運輸業 5.8 4.6 5.0

卸売・小売業 5.5 4.8 6.4

金融・保険業 6.3 4.5 6.7

不動産業 7.5 5.0 4.0

飲食店、宿泊業 5.6 4.2 4.3

医療、福祉 5.5 4.1 5.0

教育、学習支援業 4.5 3.2 4.0

複合サービス業 6.0 4.5 7.2

サービス業 5.8 4.2 4.2

5人～29人 5.8 4.1 7.3

30～49人 5.7 4.6 5.4

50～99人 5.8 4.3 5.0

100人～299人 5.8 4.4 5.5

300人～499人 6.1 4.5 4.8

500人～999人 5.9 4.5 5.2

1,000人以上 5.6 4.6 5.8

区分

計

産
業

規
模

※問２３・２４、パートタイム労働者の１日あたり労働時間、週あたり労働日数、平均勤続年数を産業別・規模別に
集計し、各計100％として算出。

表９－２　パートタイム労働者の職務内容（職務内容が正社員とほとんど同じ）
（単位：％）

計 ５割以上 ５割未満 いない

100.0 30.3 30.7 38.9

鉱業 100.0 0.0 0.0 100.0

建設業 100.0 45.2 9.7 45.2

製造業 100.0 37.2 22.5 40.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 16.7 16.7 66.7

情報通信業 100.0 15.4 15.4 69.2

運輸業 100.0 24.6 27.5 47.8

卸売・小売業 100.0 21.2 49.1 29.7

金融・保険業 100.0 15.8 47.4 36.8

不動産業 100.0 0.0 50.0 50.0

飲食店、宿泊業 100.0 34.2 34.2 31.6

医療、福祉 100.0 37.6 33.5 28.8

教育、学習支援業 100.0 8.0 12.0 80.0

複合サービス業 100.0 11.1 22.2 66.7

サービス業 100.0 32.0 21.3 46.7

5人～29人 100.0 38.1 19.0 42.9

30～49人 100.0 37.5 29.7 32.8

50～99人 100.0 40.5 26.0 33.5

100人～299人 100.0 33.9 31.7 34.4

300人～499人 100.0 20.7 25.9 53.4

500人～999人 100.0 10.0 30.0 60.0

1,000人以上 100.0 22.1 36.8 41.1
※問２５、パートタイム労働者の職務内容（職務内容が正社員とほとんど同じ）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表９－３　パートタイム労働者の職務内容（管理業務や専門業務に従事）
（単位：％）

計 ５割以上 ５割未満 いない

100.0 11.7 25.8 62.5

鉱業 100.0 0.0 0.0 100.0

建設業 100.0 20.0 13.3 66.7

製造業 100.0 8.9 21.4 69.8

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 0.0 100.0

情報通信業 100.0 0.0 16.7 83.3

運輸業 100.0 4.4 14.7 80.9

卸売・小売業 100.0 9.3 50.3 40.4

金融・保険業 100.0 5.6 38.9 55.6

不動産業 100.0 0.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 18.9 29.7 51.4

医療、福祉 100.0 17.1 24.1 58.8

教育、学習支援業 100.0 38.5 3.8 57.7

複合サービス業 100.0 0.0 22.2 77.8

サービス業 100.0 8.2 11.0 80.8

5人～29人 100.0 5.3 10.5 84.2

30～49人 100.0 12.8 13.6 73.6

50～99人 100.0 13.4 20.3 66.3

100人～299人 100.0 14.0 32.6 53.4

300人～499人 100.0 10.2 13.6 76.3

500人～999人 100.0 3.3 21.7 75.0

1,000人以上 100.0 11.2 38.3 50.5
※問２５、パートタイム労働者の職務内容（管理業務や専門業務に従事）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表９－４　パートタイム労働者の職務内容（正社員とほぼ同じ勤務時間で、残業や事業所内の配置転換もある）
（単位：％）

計 ５割以上 ５割未満 いない

100.0 8.0 23.6 68.4

鉱業 100.0 0.0 0.0 100.0

建設業 100.0 16.7 6.7 76.7

製造業 100.0 13.5 16.6 69.9

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 33.3 66.7

情報通信業 100.0 0.0 16.7 83.3

運輸業 100.0 4.1 16.4 79.5

卸売・小売業 100.0 3.0 41.0 56.0

金融・保険業 100.0 5.9 47.1 47.1

不動産業 100.0 50.0 50.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 13.9 19.4 66.7

医療、福祉 100.0 5.3 28.1 66.7

教育、学習支援業 100.0 3.8 3.8 92.3

複合サービス業 100.0 10.0 30.0 60.0

サービス業 100.0 10.8 9.5 79.7

5人～29人 100.0 10.5 10.5 78.9

30～49人 100.0 11.2 14.4 74.4

50～99人 100.0 8.7 21.4 69.9

100人～299人 100.0 8.3 25.4 66.3

300人～499人 100.0 5.0 21.7 73.3

500人～999人 100.0 3.3 19.7 77.0

1,000人以上 100.0 7.2 32.0 60.8

区分

計

産
業

規
模

※問２５、パートタイム労働者の職務内容（正社員とほぼ同じ勤務時間で、残業や事業所内の配置転換もある）を産業別・規模別に
集計し、各計100％として算出。
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表９－５　パートタイム労働者の職務内容（勤続年数が相当程度長期化）

（単位：％）

計 ５割以上 ５割未満 いない

100.0 9.9 46.8 43.3

鉱業 100.0 0.0 100.0 0.0

建設業 100.0 3.3 3.3 93.3

製造業 100.0 17.0 35.1 47.9

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 16.7 83.3

情報通信業 100.0 23.1 0.0 76.9

運輸業 100.0 5.6 45.1 49.3

卸売・小売業 100.0 14.6 65.2 20.1

金融・保険業 100.0 5.6 66.7 27.8

不動産業 100.0 0.0 50.0 50.0

飲食店、宿泊業 100.0 10.5 55.3 34.2

医療、福祉 100.0 1.2 55.2 43.6

教育、学習支援業 100.0 7.7 46.2 46.2

複合サービス業 100.0 10.0 70.0 20.0

サービス業 100.0 6.8 35.1 58.1

5人～29人 100.0 5.3 36.8 57.9

30～49人 100.0 13.5 28.6 57.9

50～99人 100.0 10.3 43.1 46.6

100人～299人 100.0 9.4 48.3 42.2

300人～499人 100.0 5.2 43.1 51.7

500人～999人 100.0 11.3 43.5 45.2

1,000人以上 100.0 8.5 64.0 27.5
※問２５、パートタイム労働者の職務内容（勤続年数が相当程度長期化）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表９－６　パートタイム労働者の職務内容（賃金の決定方法が正社員と同じ）
（単位：％）

計 ５割以上 ５割未満 いない

100.0 7.0 8.4 84.7

鉱業 100.0 0.0 0.0 100.0

建設業 100.0 13.3 6.7 80.0

製造業 100.0 7.9 12.0 80.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 16.7 83.3

情報通信業 100.0 8.3 0.0 91.7

運輸業 100.0 5.8 7.2 87.0

卸売・小売業 100.0 3.8 6.9 89.4

金融・保険業 100.0 0.0 5.6 94.4

不動産業 100.0 0.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 2.7 13.5 83.8

医療、福祉 100.0 6.0 9.0 85.0

教育、学習支援業 100.0 0.0 3.8 96.2

複合サービス業 100.0 33.3 0.0 66.7

サービス業 100.0 16.2 4.1 79.7

5人～29人 100.0 16.7 11.1 72.2

30～49人 100.0 14.8 13.9 71.3

50～99人 100.0 9.4 8.8 81.9

100人～299人 100.0 7.7 8.3 84.0

300人～499人 100.0 5.4 3.6 91.1

500人～999人 100.0 1.6 3.3 95.1

1,000人以上 100.0 0.5 7.4 92.1
※問２５、パートタイム労働者の職務内容（賃金の決定方法が正社員と同じ）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表９－７　パートタイム労働者の処遇の考慮
（単位：％）

計
現在考慮してい

る

現在は考慮して
いないが、今後
は考慮する必要

がある

現在は考慮して
いないし、今後も
考慮する必要は
ないと思う

99.9 58.0 26.5 15.4

鉱業 100.0 100.0 0.0 0.0

建設業 96.9 65.6 18.8 12.5

製造業 100.0 63.3 19.4 17.2

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 50.0 0.0 50.0

情報通信業 100.0 69.2 7.7 23.1

運輸業 100.0 36.4 48.5 15.2

卸売・小売業 100.0 52.4 36.7 10.8

金融・保険業 100.0 82.4 5.9 11.8

不動産業 100.0 50.0 50.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 62.1 31.0 6.9

医療、福祉 100.0 68.2 22.7 9.1

教育、学習支援業 100.0 29.2 4.2 66.7

複合サービス業 100.0 45.5 9.1 45.5

サービス業 100.0 54.1 28.4 17.6

5人～29人 100.0 44.4 27.8 27.8

30～49人 99.2 61.6 24.0 13.6

50～99人 100.0 59.0 27.1 13.9

100人～299人 100.0 55.5 25.6 18.9

300人～499人 100.0 60.4 22.6 17.0

500人～999人 100.0 59.3 25.9 14.8

1,000人以上 100.0 57.2 29.4 13.4
※問２６、パートタイム労働者の処遇の考慮を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表９－８　パートタイム労働者の正社員への転換制度の状況
（単位：％）

計 あり なし

100.0 63.2 36.8

鉱業 100.0 100.0 0.0

建設業 100.0 43.8 56.3

製造業 100.0 53.2 46.8

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 28.6 71.4

情報通信業 100.0 38.5 61.5

運輸業 100.0 60.0 40.0

卸売・小売業 100.0 71.8 28.2

金融・保険業 100.0 68.2 31.8

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 75.8 24.2

医療、福祉 100.0 74.4 25.6

教育、学習支援業 100.0 46.2 53.8

複合サービス業 100.0 53.8 46.2

サービス業 100.0 64.2 35.8

5人～29人 100.0 50.0 50.0

30～49人 100.0 64.8 35.2

50～99人 100.0 66.9 33.1

100人～299人 100.0 60.8 39.2

300人～499人 100.0 54.7 45.3

500人～999人 100.0 46.9 53.1

1,000人以上 100.0 70.0 30.0
※問２７、パートタイム労働者の正社員への転換制度の状況を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表９－９　パートタイム労働者の福利厚生の状況（就業規則の形態）
（単位：％）

計
パート労働者専
用の適用規定を

作成

通常の就業規則
にパート労働者
適用規定を追加

通常の就業規則
を適用

100.0 66.0 15.8 18.2

鉱業 100.0 100.0 0.0 0.0

建設業 100.0 36.0 28.0 36.0

製造業 100.0 56.0 15.7 28.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 85.7 14.3 0.0

情報通信業 100.0 33.3 33.3 33.3

運輸業 100.0 66.7 15.0 18.3

卸売・小売業 100.0 70.3 16.2 13.5

金融・保険業 100.0 100.0 0.0 0.0

不動産業 100.0 50.0 0.0 50.0

飲食店、宿泊業 100.0 81.8 13.6 4.5

医療、福祉 100.0 77.5 10.6 12.0

教育、学習支援業 100.0 58.3 29.2 12.5

複合サービス業 100.0 66.7 22.2 11.1

サービス業 100.0 59.4 18.8 21.9

5人～29人 100.0 57.1 21.4 21.4

30～49人 100.0 48.5 20.8 30.7

50～99人 100.0 52.7 21.9 25.3

100人～299人 100.0 57.5 17.1 25.3

300人～499人 100.0 70.4 16.7 13.0

500人～999人 100.0 77.1 14.6 8.3

1,000人以上 100.0 89.4 6.7 3.9
※問２８、パートタイム労働者の福利厚生の状況（就業規則の形態）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表９－１０　パートタイム労働者の福利厚生の状況（退職金の支給）
（単位：％）

計 あり なし

100.0 9.1 90.9

鉱業 100.0 0.0 100.0

建設業 100.0 0.0 100.0

製造業 100.0 10.3 89.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 14.3 85.7

情報通信業 100.0 0.0 100.0

運輸業 100.0 1.5 98.5

卸売・小売業 100.0 14.6 85.4

金融・保険業 100.0 0.0 100.0

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 7.4 92.6

医療、福祉 100.0 10.8 89.2

教育、学習支援業 100.0 3.7 96.3

複合サービス業 100.0 0.0 100.0

サービス業 100.0 6.8 93.2

5人～29人 100.0 0.0 100.0

30～49人 100.0 11.5 88.5

50～99人 100.0 6.7 93.3

100人～299人 100.0 7.8 92.2

300人～499人 100.0 5.2 94.8

500人～999人 100.0 18.2 81.8

1,000人以上 100.0 9.5 90.5
※問２８、パートタイム労働者の福利厚生の状況（退職金の支給）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表９－１１　パートタイム労働者の福利厚生の状況（教育訓練の機会）
（単位：％）

計 あり なし

100.0 78.4 21.6

鉱業 100.0 100.0 0.0

建設業 100.0 63.0 37.0

製造業 100.0 71.9 28.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 0.0

情報通信業 100.0 90.0 10.0

運輸業 100.0 75.8 24.2

卸売・小売業 100.0 84.0 16.0

金融・保険業 100.0 100.0 0.0

不動産業 100.0 50.0 50.0

飲食店、宿泊業 100.0 85.2 14.8

医療、福祉 100.0 84.1 15.9

教育、学習支援業 100.0 40.7 59.3

複合サービス業 100.0 91.7 8.3

サービス業 100.0 78.1 21.9

5人～29人 100.0 60.0 40.0

30～49人 100.0 66.7 33.3

50～99人 100.0 71.0 29.0

100人～299人 100.0 78.7 21.3

300人～499人 100.0 77.2 22.8

500人～999人 100.0 85.2 14.8

1,000人以上 100.0 91.4 8.6
※問２８、パートタイム労働者の福利厚生の状況（教育訓練の機会）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表９－１２　パートタイム労働者の福利厚生の状況（福利厚生施設の利用）
（単位：％）

計 できる できない

100.0 78.2 21.8

鉱業 100.0 100.0 0.0

建設業 100.0 64.3 35.7

製造業 100.0 87.3 12.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 0.0

情報通信業 100.0 81.8 18.2

運輸業 100.0 78.1 21.9

卸売・小売業 100.0 70.7 29.3

金融・保険業 100.0 88.9 11.1

不動産業 100.0 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 100.0 69.2 30.8

医療、福祉 100.0 78.8 21.2

教育、学習支援業 100.0 65.4 34.6

複合サービス業 100.0 83.3 16.7

サービス業 100.0 80.0 20.0

5人～29人 100.0 80.0 20.0

30～49人 100.0 65.8 34.2

50～99人 100.0 78.8 21.2

100人～299人 100.0 83.3 16.7

300人～499人 100.0 89.3 10.7

500人～999人 100.0 87.0 13.0

1,000人以上 100.0 75.8 24.2
※問２８、パートタイム労働者の福利厚生の状況（福利厚生施設の利用）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表１０－１　該当業務の有無
（単位：％）

有 無

100.0 96.9 3.1

100.0 66.8 33.2

100.0 88.5 11.5

100.0 36.6 63.4

100.0 35.1 64.9

100.0 27.4 72.6

100.0 40.7 59.3

100.0 58.2 41.8

100.0 60.1 39.9

100.0 51.7 48.3
※問２９、該当業務を全体で集計し、各計を100％として算出

営業

販売・サービス

生産

総務・経理

企画・調査

広報

研究・開発

情報処理

区分 計
業務の有無

計

人事・教育訓練

表１０－２　男女労働者の配置状況（人事・教育訓練）
（単位：％）

男女ともに配置

男女概ね同じ
（一方の性が３

～７割）

男性がほとん
ど（８～９割）

女性がほとん
ど（８～９割）

100.0 52.4 21.0 12.4 11.5 2.7

鉱業 100.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 41.7 29.2 4.2 20.8 4.2

製造業 100.0 45.7 24.1 12.1 15.5 2.6

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 63.6 27.3 9.1 0.0 0.0

運輸業 100.0 36.1 30.6 5.6 27.8 0.0

卸売・小売業 100.0 46.9 29.7 10.9 9.4 3.1

金融・保険業 100.0 94.4 0.0 0.0 5.6 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 52.4 23.8 9.5 9.5 4.8

医療、福祉 100.0 54.4 8.7 28.2 4.9 3.9

教育、学習支援業 100.0 75.0 20.0 5.0 0.0 0.0

複合サービス業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 55.4 21.4 3.6 16.1 3.6

5人～29人 100.0 60.0 10.0 0.0 30.0 0.0

30～49人 100.0 40.3 25.8 11.3 16.1 6.5

50～99人 100.0 53.5 11.9 16.8 16.8 1.0

100人～299人 100.0 54.2 19.5 12.7 9.3 4.2

300人～499人 100.0 68.1 10.6 12.8 4.3 4.3

500人～999人 100.0 48.6 35.1 5.4 8.1 2.7

1,000人以上 100.0 49.5 29.4 11.9 9.2 0.0
※問２９、男女労働者の配置状況（人事・教育訓練）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

女性のみ配置

計

産
業

規
模

区分 計 男性のみ配置
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表１０－３　男女労働者の配置状況（総務・経理）
（単位：％）

男女ともに配置

男女概ね同じ
（一方の性が３

～７割）

男性がほとん
ど（８～９割）

女性がほとん
ど（８～９割）

100.0 46.8 9.2 28.2 3.4 12.5

鉱業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 45.5 15.9 25.0 4.5 9.1

製造業 100.0 45.5 9.9 24.1 2.6 17.8

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 42.9 42.9 0.0 0.0 14.3

情報通信業 100.0 40.0 26.7 20.0 0.0 13.3

運輸業 100.0 50.0 11.5 19.2 9.6 9.6

卸売・小売業 100.0 34.4 6.1 50.4 1.5 7.6

金融・保険業 100.0 78.9 10.5 10.5 0.0 0.0

不動産業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 40.9 4.5 31.8 0.0 22.7

医療、福祉 100.0 44.4 5.6 34.7 4.0 11.3

教育、学習支援業 100.0 66.7 12.5 4.2 8.3 8.3

複合サービス業 100.0 63.6 18.2 9.1 9.1 0.0

サービス業 100.0 57.4 5.9 16.2 2.9 17.6

5人～29人 100.0 21.4 7.1 7.1 7.1 57.1

30～49人 100.0 38.6 7.9 24.6 3.5 25.4

50～99人 100.0 46.8 8.3 30.8 2.6 11.5

100人～299人 100.0 51.3 10.3 25.0 3.2 10.3

300人～499人 100.0 58.9 10.7 14.3 5.4 10.7

500人～999人 100.0 63.8 6.4 25.5 0.0 4.3

1,000人以上 100.0 41.4 10.7 37.9 4.1 5.9
※問２９、男女労働者の配置状況（総務・経理）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

女性のみ配置

計

産
業

規
模

区分 計 男性のみ配置

表１０－４　男女労働者の配置状況（企画・調査）
（単位：％）

男女ともに配置

男女概ね同じ
（一方の性が３

～７割）

男性がほとん
ど（８～９割）

女性がほとん
ど（８～９割）

100.0 47.0 26.7 10.8 12.9 2.6

鉱業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 62.5 25.0 0.0 12.5 0.0

製造業 100.0 32.6 39.1 17.4 10.9 0.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 14.3 85.7 0.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 18.2 31.8 0.0 50.0 0.0

卸売・小売業 100.0 54.8 16.1 9.7 19.4 0.0

金融・保険業 100.0 93.3 6.7 0.0 0.0 0.0

不動産業 100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 61.5 15.4 7.7 0.0 15.4

医療、福祉 100.0 61.4 6.8 27.3 0.0 4.5

教育、学習支援業 100.0 46.2 38.5 0.0 15.4 0.0

複合サービス業 100.0 71.4 0.0 14.3 0.0 14.3

サービス業 100.0 30.0 45.0 0.0 20.0 5.0

5人～29人 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

30～49人 100.0 39.3 35.7 7.1 14.3 3.6

50～99人 100.0 50.0 14.7 23.5 11.8 0.0

100人～299人 100.0 32.1 33.9 16.1 10.7 7.1

300人～499人 100.0 63.2 15.8 10.5 5.3 5.3

500人～999人 100.0 36.8 31.6 15.8 15.8 0.0

1,000人以上 100.0 58.1 25.7 1.4 14.9 0.0
※問２９、男女労働者の配置状況（企画・調査）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

女性のみ配置

計

産
業

規
模

区分 計 男性のみ配置
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表１０－５　男女労働者の配置状況（広報）
（単位：％）

男女ともに配置

男女概ね同じ
（一方の性が３

～７割）

男性がほとん
ど（８～９割）

女性がほとん
ど（８～９割）

100.0 53.9 15.1 17.4 9.6 4.1

鉱業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 57.1 14.3 0.0 28.6 0.0

製造業 100.0 51.5 21.2 12.1 15.2 0.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 57.1 28.6 14.3 0.0 0.0

情報通信業 100.0 60.0 20.0 20.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 53.8 7.7 7.7 30.8 0.0

卸売・小売業 100.0 36.0 20.0 24.0 8.0 12.0

金融・保険業 100.0 92.9 7.1 0.0 0.0 0.0

不動産業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 50.0 21.4 14.3 7.1 7.1

医療、福祉 100.0 47.2 3.8 37.7 3.8 7.5

教育、学習支援業 100.0 68.4 21.1 5.3 5.3 0.0

複合サービス業 100.0 37.5 37.5 25.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 57.9 15.8 0.0 21.1 5.3

5人～29人 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 39.1 26.1 21.7 8.7 4.3

50～99人 100.0 45.0 10.0 27.5 10.0 7.5

100人～299人 100.0 51.0 8.2 18.4 18.4 4.1

300人～499人 100.0 27.3 31.8 27.3 4.5 9.1

500人～999人 100.0 43.8 18.8 18.8 12.5 6.3

1,000人以上 100.0 76.1 13.4 6.0 4.5 0.0
※問２９、男女労働者の配置状況（広報）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

女性のみ配置

計

産
業

規
模

区分 計 男性のみ配置

表１０－６　男女労働者の配置状況（研究・開発）
（単位：％）

男女ともに配置

男女概ね同じ
（一方の性が３

～７割）

男性がほとん
ど（８～９割）

女性がほとん
ど（８～９割）

100.0 39.4 39.4 5.5 14.5 1.2

鉱業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

製造業 100.0 25.3 48.0 2.7 24.0 0.0

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 0.0 40.0 0.0 60.0 0.0

卸売・小売業 100.0 41.7 41.7 8.3 0.0 8.3

金融・保険業 100.0 88.9 11.1 0.0 0.0 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 75.0 12.5 12.5 0.0 0.0

医療、福祉 100.0 63.2 15.8 21.1 0.0 0.0

教育、学習支援業 100.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0

複合サービス業 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

サービス業 100.0 33.3 40.0 6.7 13.3 6.7

5人～29人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 21.7 43.5 0.0 30.4 4.3

50～99人 100.0 46.4 17.9 7.1 25.0 3.6

100人～299人 100.0 30.0 45.0 10.0 15.0 0.0

300人～499人 100.0 30.8 53.8 7.7 7.7 0.0

500人～999人 100.0 38.5 53.8 0.0 7.7 0.0

1,000人以上 100.0 53.2 38.3 4.3 4.3 0.0
※問２９、男女労働者の配置状況（研究・開発）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

女性のみ配置

計

産
業

規
模

区分 計 男性のみ配置
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表１０－７　男女労働者の配置状況（情報処理）
（単位：％）

男女ともに配置

男女概ね同じ
（一方の性が３

～７割）

男性がほとん
ど（８～９割）

女性がほとん
ど（８～９割）

100.0 46.1 22.5 12.0 14.0 5.4

鉱業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 62.5 25.0 0.0 0.0 12.5

製造業 100.0 40.6 23.4 14.1 18.8 3.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 28.6 50.0 0.0 14.3 7.1

運輸業 100.0 46.7 20.0 6.7 26.7 0.0

卸売・小売業 100.0 29.8 27.7 23.4 10.6 8.5

金融・保険業 100.0 86.7 6.7 0.0 6.7 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 72.7 9.1 0.0 9.1 9.1

医療、福祉 100.0 52.4 7.1 21.4 11.9 7.1

教育、学習支援業 100.0 25.0 41.7 8.3 25.0 0.0

複合サービス業 100.0 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0

サービス業 100.0 60.9 21.7 0.0 8.7 8.7

5人～29人 100.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0

30～49人 100.0 42.4 27.3 15.2 3.0 12.1

50～99人 100.0 44.4 15.6 20.0 13.3 6.7

100人～299人 100.0 41.1 19.6 10.7 25.0 3.6

300人～499人 100.0 50.0 16.7 0.0 33.3 0.0

500人～999人 100.0 31.8 31.8 4.5 31.8 0.0

1,000人以上 100.0 56.0 25.3 12.0 0.0 6.7
※問２９、男女労働者の配置状況（情報処理）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

女性のみ配置

計

産
業

規
模

区分 計 男性のみ配置

表１０－８　男女労働者の配置状況（営業）
（単位：％）

男女ともに配置

男女概ね同じ
（一方の性が３

～７割）

男性がほとん
ど（８～９割）

女性がほとん
ど（８～９割）

100.0 34.9 34.4 9.1 20.6 0.9

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 25.8 25.8 3.2 41.9 3.2

製造業 100.0 21.4 42.7 1.9 34.0 0.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 33.3 50.0 0.0 16.7 0.0

運輸業 100.0 36.0 34.0 0.0 30.0 0.0

卸売・小売業 100.0 26.9 34.6 29.8 8.7 0.0

金融・保険業 100.0 78.9 21.1 0.0 0.0 0.0

不動産業 100.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 52.9 41.2 0.0 5.9 0.0

医療、福祉 100.0 47.4 21.1 21.1 10.5 0.0

教育、学習支援業 100.0 63.6 18.2 9.1 9.1 0.0

複合サービス業 100.0 63.6 27.3 0.0 0.0 9.1

サービス業 100.0 41.9 30.2 0.0 23.3 4.7

5人～29人 100.0 25.0 37.5 0.0 25.0 12.5

30～49人 100.0 21.2 33.3 4.5 37.9 3.0

50～99人 100.0 18.6 44.3 5.7 31.4 0.0

100人～299人 100.0 33.7 38.0 5.4 21.7 1.1

300人～499人 100.0 45.9 35.1 0.0 18.9 0.0

500人～999人 100.0 33.3 50.0 0.0 16.7 0.0

1,000人以上 100.0 49.2 24.2 20.3 6.3 0.0
※問２９、男女労働者の配置状況（営業）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

女性のみ配置

計

産
業

規
模

区分 計 男性のみ配置
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表１０－９　男女労働者の配置状況（販売・サービス）
（単位：％）

男女ともに配置

男女概ね同じ
（一方の性が３

～７割）

男性がほとん
ど（８～９割）

女性がほとん
ど（８～９割）

100.0 41.6 18.1 32.0 6.4 1.9

鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 22.2 66.7 0.0 11.1 0.0

製造業 100.0 27.8 37.0 13.0 18.5 3.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

運輸業 100.0 41.3 28.3 2.2 26.1 2.2

卸売・小売業 100.0 37.8 13.4 45.7 2.4 0.8

金融・保険業 100.0 86.7 0.0 13.3 0.0 0.0

不動産業 100.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 56.7 3.3 33.3 0.0 6.7

医療、福祉 100.0 36.1 1.4 61.1 0.0 1.4

教育、学習支援業 100.0 62.5 25.0 12.5 0.0 0.0

複合サービス業 100.0 81.8 0.0 18.2 0.0 0.0

サービス業 100.0 39.0 34.1 22.0 2.4 2.4

5人～29人 100.0 10.0 30.0 30.0 20.0 10.0

30～49人 100.0 24.1 25.9 29.6 9.3 11.1

50～99人 100.0 39.7 21.9 31.5 5.5 1.4

100人～299人 100.0 41.6 20.8 29.9 7.8 0.0

300人～499人 100.0 34.8 26.1 34.8 4.3 0.0

500人～999人 100.0 51.7 13.8 27.6 6.9 0.0

1,000人以上 100.0 49.7 11.5 34.4 4.5 0.0
※問２９、男女労働者の配置状況（販売・サービス）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

女性のみ配置

計

産
業

規
模

区分 計 男性のみ配置

表１０－１０　男女労働者の配置状況（生産）
（単位：％）

男女ともに配置

男女概ね同じ
（一方の性が３

～７割）

男性がほとん
ど（８～９割）

女性がほとん
ど（８～９割）

100.0 28.8 35.9 22.8 12.0 0.6

鉱業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

建設業 100.0 10.0 40.0 0.0 50.0 0.0

製造業 100.0 26.8 45.8 15.3 11.6 0.5

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0

運輸業 100.0 7.7 38.5 30.8 23.1 0.0

卸売・小売業 100.0 33.8 6.8 55.4 4.1 0.0

金融・保険業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

不動産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 73.3 13.3 13.3 0.0 0.0

医療、福祉 100.0 42.9 14.3 42.9 0.0 0.0

教育、学習支援業 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

複合サービス業 100.0 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 23.5 52.9 0.0 17.6 5.9

5人～29人 100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0

30～49人 100.0 22.4 43.1 10.3 20.7 3.4

50～99人 100.0 34.3 34.3 15.7 15.7 0.0

100人～299人 100.0 26.9 43.6 20.5 9.0 0.0

300人～499人 100.0 25.0 54.2 12.5 8.3 0.0

500人～999人 100.0 22.2 55.6 7.4 14.8 0.0

1,000人以上 100.0 32.6 16.9 46.1 4.5 0.0
※問２９、男女労働者の配置状況（生産）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

女性のみ配置

計

産
業

規
模

区分 計 男性のみ配置
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表１０－１１　管理職の状況
（単位：％）

女性 男性 女性 男性 女性 男性

17.5 82.5 22.0 78.0 15.8 84.2 10.6 89.4
鉱業 8.3 91.7 40.0 60.0 0.0 100.0 0.0 100.0

建設業 5.0 95.0 10.1 89.9 1.9 98.1 3.9 96.1

製造業 5.6 94.4 6.3 93.7 5.6 94.4 3.9 96.1

電気・ガス・熱供給・水道業 4.3 95.7 3.8 96.2 5.7 94.3 5.0 95.0

情報通信業 12.9 87.1 17.6 82.4 12.5 87.5 7.6 92.4

運輸業 5.5 94.5 7.7 92.3 3.6 96.4 2.1 97.9

卸売・小売業 14.8 85.2 23.4 76.6 10.9 89.1 3.2 96.8

金融・保険業 13.7 86.3 21.8 78.2 5.2 94.8 2.2 97.8

不動産業 17.1 82.9 40.0 60.0 6.7 93.3 0.0 100.0

飲食店、宿泊業 12.7 87.3 12.5 87.5 17.3 82.7 6.1 93.9

医療、福祉 55.3 44.7 63.6 36.4 58.1 41.9 34.3 65.7

教育、学習支援業 32.1 67.9 47.0 53.0 27.2 72.8 17.9 82.1

複合サービス業 13.2 86.8 19.7 80.3 10.1 89.9 0.0 100.0

サービス業 15.7 84.3 19.9 80.1 14.9 85.1 9.4 90.6

5人～29人 15.7 84.3 22.2 77.8 17.4 82.6 5.0 95.0

30～49人 21.1 78.9 26.6 73.4 18.8 81.2 17.1 82.9

50～99人 22.9 77.1 32.8 67.2 18.6 81.4 14.1 85.9

100人～299人 19.5 80.5 24.8 75.2 17.6 82.4 12.8 87.2

300人～499人 24.2 75.8 33.0 67.0 22.3 77.7 11.2 88.8

500人～999人 14.2 85.8 20.6 79.4 9.3 90.7 5.8 94.2

1,000人以上 12.9 87.1 15.0 85.0 12.7 87.3 5.8 94.2
※問３０、管理職の状況を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

部長相当職

計

産
業

規
模

区分 女性計 男性計
係長相当職 課長相当職

表１０－１２　セクシュアルハラスメントの防止対策（社内報や掲示板等による周知）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 69.0 6.9 24.2

鉱業 100.0 100.0 0.0 0.0

建設業 100.0 47.1 13.7 39.2

製造業 100.0 65.8 7.5 26.8

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 82.4 5.9 11.8

運輸業 100.0 76.6 5.2 18.2

卸売・小売業 100.0 85.4 1.7 12.9

金融・保険業 100.0 87.5 0.0 12.5

不動産業 100.0 66.7 0.0 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 74.1 11.1 14.8

医療、福祉 100.0 53.5 12.9 33.5

教育、学習支援業 100.0 56.7 6.7 36.7

複合サービス業 100.0 91.7 0.0 8.3

サービス業 100.0 64.0 5.6 30.3

5人～29人 100.0 31.8 9.1 59.1

30～49人 100.0 41.0 10.9 48.1

50～99人 100.0 50.8 10.4 38.8

100人～299人 100.0 67.6 7.0 25.4

300人～499人 100.0 82.3 6.5 11.3

500人～999人 100.0 91.0 6.0 3.0

1,000人以上 100.0 96.9 1.3 1.8
※問３１、セクシュアルハラスメントの防止対策（社内報や掲示板等による周知）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表１０－１３　セクシュアルハラスメントの防止対策（従業員に対する研修・講習会）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 50.2 14.3 35.5

鉱業 100.0 66.7 33.3 0.0

建設業 100.0 47.1 9.8 43.1

製造業 100.0 44.2 10.6 45.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 100.0 0.0 0.0

情報通信業 100.0 76.5 5.9 17.6

運輸業 100.0 55.8 13.0 31.2

卸売・小売業 100.0 48.6 20.9 30.5

金融・保険業 100.0 83.3 8.3 8.3

不動産業 100.0 33.3 33.3 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 59.3 7.4 33.3

医療、福祉 100.0 47.4 14.3 38.3

教育、学習支援業 100.0 43.3 23.3 33.3

複合サービス業 100.0 100.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 42.7 19.1 38.2

5人～29人 100.0 31.8 4.5 63.6

30～49人 100.0 27.7 14.2 58.1

50～99人 100.0 37.0 14.9 48.1

100人～299人 100.0 44.9 15.1 40.0

300人～499人 100.0 58.1 21.0 21.0

500人～999人 100.0 79.1 7.5 13.4

1,000人以上 100.0 71.1 14.2 14.7
※問３１、セクシュアルハラスメントの防止対策（従業員に対する研修・講習会）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表１０－１４　セクシュアルハラスメントの防止対策（就業規則等へのセクシュアルハラスメントに関する方針の記載）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 78.0 5.9 16.0

鉱業 100.0 66.7 0.0 33.3

建設業 100.0 60.8 9.8 29.4

製造業 100.0 72.2 5.7 22.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 90.9 9.1 0.0

情報通信業 100.0 94.1 0.0 5.9

運輸業 100.0 81.3 6.3 12.5

卸売・小売業 100.0 85.4 3.9 10.7

金融・保険業 100.0 91.7 4.2 4.2

不動産業 100.0 33.3 33.3 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 86.2 3.4 10.3

医療、福祉 100.0 75.6 7.7 16.7

教育、学習支援業 100.0 73.3 6.7 20.0

複合サービス業 100.0 100.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 78.9 6.7 14.4

5人～29人 100.0 36.4 9.1 54.5

30～49人 100.0 53.2 8.3 38.5

50～99人 100.0 72.0 8.1 19.9

100人～299人 100.0 79.6 8.1 12.4

300人～499人 100.0 90.3 1.6 8.1

500人～999人 100.0 91.3 4.3 4.3

1,000人以上 100.0 95.6 2.2 2.2
※問３１、セクシュアルハラスメントの防止対策（就業規則等へのセクシュアルハラスメントに関する方針の記載）を産業別・規模
別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表１０－１５　セクシュアルハラスメントの防止対策（相談・苦情処理窓口・担当者の設置）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 78.5 5.7 15.8

鉱業 100.0 66.7 0.0 33.3

建設業 100.0 56.9 13.7 29.4

製造業 100.0 75.5 4.4 20.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 90.9 9.1 0.0

情報通信業 100.0 88.2 0.0 11.8

運輸業 100.0 73.4 8.9 17.7

卸売・小売業 100.0 84.9 3.9 11.2

金融・保険業 100.0 100.0 0.0 0.0

不動産業 100.0 66.7 0.0 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 88.9 7.4 3.7

医療、福祉 100.0 80.9 6.4 12.7

教育、学習支援業 100.0 73.3 10.0 16.7

複合サービス業 100.0 100.0 0.0 0.0

サービス業 100.0 72.7 5.7 21.6

5人～29人 100.0 36.4 9.1 54.5

30～49人 100.0 49.0 8.9 42.0

50～99人 100.0 70.4 8.6 21.0

100人～299人 100.0 83.2 6.5 10.3

300人～499人 100.0 95.2 1.6 3.2

500人～999人 100.0 91.2 7.4 1.5

1,000人以上 100.0 97.3 0.9 1.8
※問３１、セクシュアルハラスメントの防止対策（相談・苦情処理窓口・担当者の設置）を産業別・規模別に集計し、各計100％と
して算出。

区分

計

産
業

規
模

表１０－１６　セクシュアルハラスメントの防止対策（相談・苦情対応マニュアルの作成）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 49.2 17.5 33.3

鉱業 100.0 33.3 33.3 33.3

建設業 100.0 33.3 19.6 47.1

製造業 100.0 36.4 16.0 47.6

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 72.7 18.2 9.1

情報通信業 100.0 47.1 17.6 35.3

運輸業 100.0 54.5 20.8 24.7

卸売・小売業 100.0 55.4 22.3 22.3

金融・保険業 100.0 91.3 4.3 4.3

不動産業 100.0 33.3 33.3 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 65.4 15.4 19.2

医療、福祉 100.0 52.6 16.2 31.2

教育、学習支援業 100.0 36.7 20.0 43.3

複合サービス業 100.0 91.7 0.0 8.3

サービス業 100.0 48.9 14.8 36.4

5人～29人 100.0 27.3 18.2 54.5

30～49人 100.0 28.4 14.8 56.8

50～99人 100.0 38.3 21.9 39.9

100人～299人 100.0 41.2 20.3 38.5

300人～499人 100.0 58.1 17.7 24.2

500人～999人 100.0 59.1 13.6 27.3

1,000人以上 100.0 76.0 14.5 9.5
※問３１、セクシュアルハラスメントの防止対策（相談・苦情対応マニュアルの作成）を産業別・規模別に集計し、各計100％とし
て算出。

区分

計

産
業

規
模
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表１０－１８　ポジティブ・アクションの促進状況（女性がいない又は少ない職務について、意欲と能力のある女性を積極的に採用）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 44.2 25.3 30.5

鉱業 100.0 0.0 66.7 33.3

建設業 100.0 40.4 25.0 34.6

製造業 100.0 28.4 31.6 40.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 20.0 60.0 20.0

情報通信業 100.0 21.4 35.7 42.9

運輸業 100.0 48.7 23.1 28.2

卸売・小売業 100.0 56.2 23.1 20.7

金融・保険業 100.0 87.5 8.3 4.2

不動産業 100.0 33.3 33.3 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 57.6 27.3 15.2

医療、福祉 100.0 51.1 14.8 34.1

教育、学習支援業 100.0 35.5 19.4 45.2

複合サービス業 100.0 33.3 50.0 16.7

サービス業 100.0 45.2 27.4 27.4

5人～29人 100.0 30.0 20.0 50.0

30～49人 100.0 37.2 23.0 39.9

50～99人 100.0 33.5 28.5 38.0

100人～299人 100.0 42.1 22.5 35.4

300人～499人 100.0 35.0 45.0 20.0

500人～999人 100.0 34.8 37.7 27.5

1,000人以上 100.0 66.0 18.1 15.8

区分

計

産
業

規
模

※問３２、ポジティブ・アクションの促進状況（女性がいない又は少ない職務について、意欲と能力のある女性を積極的に採用）を
産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

表１０－１７　セクシュアルハラスメントの防止対策（実態調査の実施）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 29.9 16.1 54.0

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 29.4 13.7 56.9

製造業 100.0 25.8 16.9 57.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 63.6 27.3 9.1

情報通信業 100.0 35.3 11.8 52.9

運輸業 100.0 27.3 14.3 58.4

卸売・小売業 100.0 47.5 10.6 41.9

金融・保険業 100.0 54.2 4.2 41.7

不動産業 100.0 33.3 33.3 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 42.3 15.4 42.3

医療、福祉 100.0 14.9 21.4 63.6

教育、学習支援業 100.0 16.7 16.7 66.7

複合サービス業 100.0 25.0 16.7 58.3

サービス業 100.0 23.9 20.5 55.7

5人～29人 100.0 13.6 13.6 72.7

30～49人 100.0 16.6 20.4 63.1

50～99人 100.0 17.7 21.0 61.3

100人～299人 100.0 22.4 19.1 58.5

300人～499人 100.0 30.6 24.2 45.2

500人～999人 100.0 50.0 13.6 36.4

1,000人以上 100.0 50.7 5.8 43.6
※問３１、セクシュアルハラスメントの防止対策（実態調査の実施）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

区分

計

産
業

規
模



 －78－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１０－１９　ポジティブ・アクションの促進状況（女性がいない又は少ない職務について、意欲と能力のある女性を積極的に登用）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 42.9 27.3 29.8

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 30.8 28.8 40.4

製造業 100.0 24.6 37.5 37.9

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 20.0 60.0 20.0

情報通信業 100.0 26.7 33.3 40.0

運輸業 100.0 49.4 23.4 27.3

卸売・小売業 100.0 56.5 22.0 21.4

金融・保険業 100.0 87.0 13.0 0.0

不動産業 100.0 33.3 33.3 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 54.5 27.3 18.2

医療、福祉 100.0 53.3 14.8 31.9

教育、学習支援業 100.0 38.7 16.1 45.2

複合サービス業 100.0 8.3 75.0 16.7

サービス業 100.0 47.0 28.9 24.1

5人～29人 100.0 20.0 25.0 55.0

30～49人 100.0 31.1 29.1 39.9

50～99人 100.0 33.1 30.9 36.0

100人～299人 100.0 40.6 22.3 37.1

300人～499人 100.0 35.6 44.1 20.3

500人～999人 100.0 33.3 40.6 26.1

1,000人以上 100.0 67.6 19.0 13.4

区分

計

産
業

規
模

※問３２、ポジティブ・アクションの促進状況（女性がいない又は少ない職務について、意欲と能力のある女性を積極的に登用）を
産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

表１０－２０　ポジティブ・アクションの促進状況（女性がいない又は少ない職務・役職に女性が従事するため、教育訓練を積極的に実施）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 30.6 27.6 41.8

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 21.6 25.5 52.9

製造業 100.0 15.0 31.9 53.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 20.0 70.0 10.0

情報通信業 100.0 13.3 33.3 53.3

運輸業 100.0 21.1 25.0 53.9

卸売・小売業 100.0 46.2 27.8 26.0

金融・保険業 100.0 79.2 8.3 12.5

不動産業 100.0 33.3 33.3 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 41.9 29.0 29.0

医療、福祉 100.0 40.4 19.9 39.7

教育、学習支援業 100.0 26.7 6.7 66.7

複合サービス業 100.0 0.0 66.7 33.3

サービス業 100.0 32.5 32.5 34.9

5人～29人 100.0 5.0 30.0 65.0

30～49人 100.0 18.9 26.4 54.7

50～99人 100.0 21.6 27.3 51.1

100人～299人 100.0 29.5 26.1 44.3

300人～499人 100.0 23.3 48.3 28.3

500人～999人 100.0 27.5 37.7 34.8

1,000人以上 100.0 51.4 21.3 27.3

区分

計

産
業

規
模

※問３２、ポジティブ・アクションの促進状況（女性がいない又は少ない職務・役職に女性が従事するため、教育訓練を積極的に実
施）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。
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表１０－２１　ポジティブ・アクションの促進状況（中間管理職男性や同僚男性に対し、女性の能力発揮の重要性について啓発を実施）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 28.9 25.1 45.9

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 32.7 19.2 48.1

製造業 100.0 15.9 28.6 55.5

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 10.0 70.0 20.0

情報通信業 100.0 20.0 13.3 66.7

運輸業 100.0 22.1 22.1 55.8

卸売・小売業 100.0 43.8 25.0 31.3

金融・保険業 100.0 79.2 8.3 12.5

不動産業 100.0 0.0 33.3 66.7

飲食店、宿泊業 100.0 37.9 34.5 27.6

医療、福祉 100.0 32.1 19.7 48.2

教育、学習支援業 100.0 20.0 6.7 73.3

複合サービス業 100.0 8.3 58.3 33.3

サービス業 100.0 29.4 30.6 40.0

5人～29人 100.0 20.0 15.0 65.0

30～49人 100.0 20.9 23.6 55.4

50～99人 100.0 22.2 25.6 52.3

100人～299人 100.0 25.6 22.2 52.2

300人～499人 100.0 16.7 38.3 45.0

500人～999人 100.0 15.4 43.1 41.5

1,000人以上 100.0 51.2 19.9 28.9

区分

計

産
業

規
模

※問３２、ポジティブ・アクションの促進状況（中間管理職男性や同僚男性に対し、女性の能力発揮の重要性について啓発を実施）
を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。

表１０－２２　ポジティブ・アクションの促進状況（性別により評価することがないように人事考課基準を明確に規定）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 52.5 17.8 29.7

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 42.3 17.3 40.4

製造業 100.0 40.7 19.0 40.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 50.0 33.3 16.7

情報通信業 100.0 66.7 6.7 26.7

運輸業 100.0 56.4 20.5 23.1

卸売・小売業 100.0 66.0 19.5 14.5

金融・保険業 100.0 83.3 4.2 12.5

不動産業 100.0 66.7 0.0 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 77.8 22.2 0.0

医療、福祉 100.0 43.3 17.7 39.0

教育、学習支援業 100.0 41.4 10.3 48.3

複合サービス業 100.0 91.7 0.0 8.3

サービス業 100.0 57.1 17.9 25.0

5人～29人 100.0 30.0 25.0 45.0

30～49人 100.0 33.1 15.9 51.0

50～99人 100.0 46.6 19.1 34.3

100人～299人 100.0 45.3 20.1 34.6

300人～499人 100.0 50.0 23.3 26.7

500人～999人 100.0 59.4 28.1 12.5

1,000人以上 100.0 78.9 10.8 10.3

区分

計

産
業

規
模

※問３２、ポジティブ・アクションの促進状況（性別により評価することがないように人事考課基準を明確に規定）を産業別・規模
別に集計し、各計100％として算出。
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表１０－２３　ポジティブ・アクションの促進状況（男女の役割分担意識に基づく慣行の見直し等職場環境・風土の改善）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 40.1 27.2 32.8

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 31.4 29.4 39.2

製造業 100.0 21.7 35.0 43.4

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 80.0 20.0

情報通信業 100.0 46.7 13.3 40.0

運輸業 100.0 51.9 26.0 22.1

卸売・小売業 100.0 58.6 22.9 18.5

金融・保険業 100.0 70.8 20.8 8.3

不動産業 100.0 33.3 0.0 66.7

飲食店、宿泊業 100.0 71.4 17.9 10.7

医療、福祉 100.0 38.1 19.4 42.4

教育、学習支援業 100.0 37.9 13.8 48.3

複合サービス業 100.0 41.7 41.7 16.7

サービス業 100.0 39.3 31.0 29.8

5人～29人 100.0 30.0 15.0 55.0

30～49人 100.0 24.7 25.3 50.0

50～99人 100.0 30.5 31.1 38.4

100人～299人 100.0 30.6 30.6 38.9

300人～499人 100.0 25.0 43.3 31.7

500人～999人 100.0 42.6 36.1 21.3

1,000人以上 100.0 72.0 16.4 11.6

区分

計

産
業

規
模

※問３２、ポジティブ・アクションの促進状況（男女の役割分担意識に基づく慣行の見直し等職場環境・風土の改善）を産業別・規
模別に集計し、各計100％として算出。

表１０－２４　ポジティブ・アクションの促進状況（企業内の推進体制の整備）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 25.3 24.9 49.8

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 23.1 26.9 50.0

製造業 100.0 11.1 28.4 60.4

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 70.0 30.0

情報通信業 100.0 13.3 13.3 73.3

運輸業 100.0 24.4 20.5 55.1

卸売・小売業 100.0 43.0 26.6 30.4

金融・保険業 100.0 75.0 4.2 20.8

不動産業 100.0 0.0 33.3 66.7

飲食店、宿泊業 100.0 40.7 25.9 33.3

医療、福祉 100.0 27.3 15.1 57.6

教育、学習支援業 100.0 20.7 10.3 69.0

複合サービス業 100.0 0.0 50.0 50.0

サービス業 100.0 21.4 34.5 44.0

5人～29人 100.0 10.0 25.0 65.0

30～49人 100.0 16.6 18.5 64.9

50～99人 100.0 19.9 25.0 55.1

100人～299人 100.0 15.5 24.9 59.7

300人～499人 100.0 15.0 31.7 53.3

500人～999人 100.0 12.9 46.8 40.3

1,000人以上 100.0 52.4 21.4 26.2

区分

計

産
業

規
模

※問３２、ポジティブ・アクションの促進状況（企業内の推進体制の整備）を産業別・規模別に集計し、各計100％として算出。
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表１０－２５　ポジティブ・アクションの促進状況（女性の能力発揮のための計画の策定）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 14.9 33.4 51.6

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 11.8 37.3 51.0

製造業 100.0 7.1 30.8 62.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 0.0 70.0 30.0

情報通信業 100.0 0.0 20.0 80.0

運輸業 100.0 18.2 26.0 55.8

卸売・小売業 100.0 20.9 46.2 32.9

金融・保険業 100.0 39.1 13.0 47.8

不動産業 100.0 0.0 33.3 66.7

飲食店、宿泊業 100.0 22.2 40.7 37.0

医療、福祉 100.0 17.6 25.4 57.0

教育、学習支援業 100.0 13.8 13.8 72.4

複合サービス業 100.0 0.0 66.7 33.3

サービス業 100.0 17.9 38.1 44.0

5人～29人 100.0 10.0 25.0 65.0

30～49人 100.0 12.6 20.5 66.9

50～99人 100.0 13.1 29.5 57.4

100人～299人 100.0 8.8 30.2 61.0

300人～499人 100.0 6.8 47.5 45.8

500人～999人 100.0 11.7 48.3 40.0

1,000人以上 100.0 27.5 41.5 30.9

区分

計

産
業

規
模

※問３２、ポジティブ・アクションの促進状況（女性の能力発揮のための計画の策定）を産業別・規模別に集計し、各計100％とし
て算出。

表１１－１　心の健康対策の取組状況（安全衛生委員会等での調査審議）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 47.6 24.7 27.8

鉱業 100.0 0.0 66.7 33.3

建設業 100.0 31.4 31.4 37.3

製造業 100.0 43.1 30.2 26.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 72.7 9.1 18.2

情報通信業 100.0 56.3 12.5 31.3

運輸業 100.0 51.9 25.3 22.8

卸売・小売業 100.0 66.3 11.2 22.5

金融・保険業 100.0 72.0 24.0 4.0

不動産業 100.0 0.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 29.6 29.6 40.7

医療、福祉 100.0 41.9 27.7 30.3

教育、学習支援業 100.0 30.0 26.7 43.3

複合サービス業 100.0 66.7 25.0 8.3

サービス業 100.0 36.5 27.1 36.5

5人～29人 100.0 10.0 15.0 75.0

30～49人 100.0 20.8 23.4 55.8

50～99人 100.0 30.2 36.3 33.5

100人～299人 100.0 35.3 39.0 25.7

300人～499人 100.0 58.7 25.4 15.9

500人～999人 100.0 64.7 20.6 14.7

1,000人以上 100.0 85.1 6.3 8.6
※問３３、心の健康対策の取組状況（安全衛生委員会等での調査審議）を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出。

計

産
業

規
模

区分



 －82－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１１－２　心の健康対策の取組状況（メンタルヘルスケアを行う担当者の選任）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 43.2 27.9 28.9

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 34.6 25.0 40.4

製造業 100.0 44.5 25.1 30.4

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 81.8 9.1 9.1

情報通信業 100.0 75.0 6.3 18.8

運輸業 100.0 28.6 46.8 24.7

卸売・小売業 100.0 47.5 23.7 28.8

金融・保険業 100.0 64.0 28.0 8.0

不動産業 100.0 0.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 22.2 33.3 44.4

医療、福祉 100.0 47.1 29.0 23.9

教育、学習支援業 100.0 33.3 30.0 36.7

複合サービス業 100.0 58.3 33.3 8.3

サービス業 100.0 36.5 28.2 35.3

5人～29人 100.0 20.0 10.0 70.0

30～49人 100.0 21.2 21.2 57.7

50～99人 100.0 31.3 36.3 32.4

100人～299人 100.0 42.2 35.3 22.5

300人～499人 100.0 47.6 39.7 12.7

500人～999人 100.0 55.9 27.9 16.2

1,000人以上 100.0 65.9 18.2 15.9
※問３３、心の健康対策の取組状況（メンタルヘルスケアを行う担当者の選任）を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算
出。

区分

計

産
業

規
模

表１１－３　心の健康対策の取組状況（従業員への教育・研修）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 42.7 31.1 26.1

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 43.1 21.6 35.3

製造業 100.0 35.0 34.5 30.5

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 90.9 0.0 9.1

情報通信業 100.0 58.8 23.5 17.6

運輸業 100.0 35.1 41.6 23.4

卸売・小売業 100.0 50.9 20.8 28.3

金融・保険業 100.0 44.0 52.0 4.0

不動産業 100.0 0.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 43.3 33.3 23.3

医療、福祉 100.0 48.1 32.3 19.6

教育、学習支援業 100.0 26.7 36.7 36.7

複合サービス業 100.0 25.0 75.0 0.0

サービス業 100.0 44.8 26.4 28.7

5人～29人 100.0 20.0 5.0 75.0

30～49人 100.0 28.0 28.0 43.9

50～99人 100.0 33.0 38.4 28.6

100人～299人 100.0 33.5 41.0 25.5

300人～499人 100.0 54.0 33.3 12.7

500人～999人 100.0 52.9 27.9 19.1

1,000人以上 100.0 65.1 21.6 13.3
※問３３、心の健康対策の取組状況（従業員への教育・研修）を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表１１－４　心の健康対策の取組状況（管理職への教育・研修）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 48.2 26.7 25.1

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 42.3 21.2 36.5

製造業 100.0 39.4 32.3 28.3

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 90.9 0.0 9.1

情報通信業 100.0 64.7 17.6 17.6

運輸業 100.0 57.1 20.8 22.1

卸売・小売業 100.0 52.3 20.5 27.3

金融・保険業 100.0 76.0 20.0 4.0

不動産業 100.0 0.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 44.8 34.5 20.7

医療、福祉 100.0 48.1 32.3 19.6

教育、学習支援業 100.0 30.0 33.3 36.7

複合サービス業 100.0 50.0 50.0 0.0

サービス業 100.0 52.3 20.9 26.7

5人～29人 100.0 20.0 5.0 75.0

30～49人 100.0 28.8 27.6 43.6

50～99人 100.0 32.6 37.5 29.9

100人～299人 100.0 37.4 38.4 24.2

300人～499人 100.0 57.1 31.7 11.1

500人～999人 100.0 66.2 17.6 16.2

1,000人以上 100.0 78.2 10.9 10.9
※問３３、心の健康対策の取組状況（管理職への教育・研修）を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表１１－５　心の健康対策の取組状況（メンタルヘルスの相談窓口の設置）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 48.8 25.4 25.8

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 38.5 26.9 34.6

製造業 100.0 44.5 25.6 30.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 81.8 9.1 9.1

情報通信業 100.0 68.8 12.5 18.8

運輸業 100.0 36.4 35.1 28.6

卸売・小売業 100.0 65.9 18.5 15.6

金融・保険業 100.0 80.0 20.0 0.0

不動産業 100.0 0.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 40.7 33.3 25.9

医療、福祉 100.0 43.8 28.8 27.5

教育、学習支援業 100.0 36.7 26.7 36.7

複合サービス業 100.0 75.0 25.0 0.0

サービス業 100.0 41.9 24.4 33.7

5人～29人 100.0 25.0 0.0 75.0

30～49人 100.0 22.4 21.2 56.4

50～99人 100.0 33.0 37.3 29.7

100人～299人 100.0 43.9 33.3 22.8

300人～499人 100.0 50.8 34.9 14.3

500人～999人 100.0 69.1 19.1 11.8

1,000人以上 100.0 80.2 13.4 6.5
※問３３、心の健康対策の取組状況（メンタルヘルスの相談窓口の設置）を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表１１－６　心の健康対策の取組状況（休職者の職場復帰に向けた支援）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 42.6 21.2 36.1

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 29.4 23.5 47.1

製造業 100.0 37.0 22.9 40.1

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 54.5 18.2 27.3

情報通信業 100.0 62.5 12.5 25.0

運輸業 100.0 50.6 18.2 31.2

卸売・小売業 100.0 51.2 15.5 33.3

金融・保険業 100.0 56.0 4.0 40.0

不動産業 100.0 33.3 66.7 0.0

飲食店、宿泊業 100.0 22.2 33.3 44.4

医療、福祉 100.0 48.4 21.3 30.3

教育、学習支援業 100.0 33.3 26.7 40.0

複合サービス業 100.0 50.0 41.7 8.3

サービス業 100.0 32.6 25.6 41.9

5人～29人 100.0 10.0 5.0 85.0

30～49人 100.0 25.5 20.9 53.6

50～99人 100.0 24.5 25.5 50.0

100人～299人 100.0 37.4 28.3 34.2

300人～499人 100.0 42.9 34.9 22.2

500人～999人 100.0 63.2 23.5 13.2

1,000人以上 100.0 71.7 8.5 19.8
※問３３、心の健康対策の取組状況（休職者の職場復帰に向けた支援）を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表１１－７　心の健康対策の取組状況（医療機関を活用した対策の実施）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 39.0 25.4 35.6

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 30.8 30.8 38.5

製造業 100.0 35.0 31.4 33.6

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 72.7 18.2 9.1

情報通信業 100.0 70.6 11.8 17.6

運輸業 100.0 20.8 24.7 54.5

卸売・小売業 100.0 58.8 17.5 23.7

金融・保険業 100.0 40.0 12.0 48.0

不動産業 100.0 0.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 29.6 29.6 40.7

医療、福祉 100.0 37.8 25.6 36.5

教育、学習支援業 100.0 26.7 36.7 36.7

複合サービス業 100.0 41.7 25.0 33.3

サービス業 100.0 30.6 23.5 45.9

5人～29人 100.0 15.0 5.0 80.0

30～49人 100.0 24.8 23.6 51.6

50～99人 100.0 27.7 35.9 36.4

100人～299人 100.0 28.3 40.6 31.0

300人～499人 100.0 46.8 22.6 30.6

500人～999人 100.0 50.0 22.1 27.9

1,000人以上 100.0 63.9 9.1 26.9
※問３３、心の健康対策の取組状況（医療機関を活用した対策の実施）を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表１１－８　心の健康対策の取組状況（他の外部機関を活用した対策の実施）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 31.6 26.3 42.2

鉱業 100.0 0.0 33.3 66.7

建設業 100.0 25.5 31.4 43.1

製造業 100.0 26.7 26.7 46.7

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 72.7 18.2 9.1

情報通信業 100.0 47.1 11.8 41.2

運輸業 100.0 29.9 27.3 42.9

卸売・小売業 100.0 49.7 17.5 32.8

金融・保険業 100.0 40.0 12.0 48.0

不動産業 100.0 0.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 22.2 37.0 40.7

医療、福祉 100.0 23.7 30.8 45.5

教育、学習支援業 100.0 26.7 30.0 43.3

複合サービス業 100.0 58.3 16.7 25.0

サービス業 100.0 18.8 34.1 47.1

5人～29人 100.0 15.0 10.0 75.0

30～49人 100.0 13.5 21.8 64.7

50～99人 100.0 20.2 37.2 42.6

100人～299人 100.0 22.0 36.6 41.4

300人～499人 100.0 23.8 38.1 38.1

500人～999人 100.0 29.9 31.3 38.8

1,000人以上 100.0 65.9 8.6 25.5
※問３３、心の健康対策の取組状況（他の外部機関を活用した対策の実施）を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出。

区分

計

産
業

規
模

表１１－９　心の健康対策の取組状況（パンフレット等を活用した情報提供）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 41.3 20.4 38.3

鉱業 100.0 33.3 33.3 33.3

建設業 100.0 42.3 15.4 42.3

製造業 100.0 38.7 19.6 41.8

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 72.7 9.1 18.2

情報通信業 100.0 68.8 6.3 25.0

運輸業 100.0 45.5 22.1 32.5

卸売・小売業 100.0 49.7 14.1 36.2

金融・保険業 100.0 44.0 12.0 44.0

不動産業 100.0 0.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 22.2 29.6 48.1

医療、福祉 100.0 35.5 25.2 39.4

教育、学習支援業 100.0 26.7 30.0 43.3

複合サービス業 100.0 66.7 33.3 0.0

サービス業 100.0 36.5 24.7 38.8

5人～29人 100.0 20.0 5.0 75.0

30～49人 100.0 23.4 16.9 59.7

50～99人 100.0 31.0 26.6 42.4

100人～299人 100.0 32.3 32.3 35.5

300人～499人 100.0 52.4 22.2 25.4

500人～999人 100.0 55.2 22.4 22.4

1,000人以上 100.0 64.5 8.2 27.3
※問３３、心の健康対策の取組状況（パンフレット等を活用した情報提供）を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出。

区分

計

産
業

規
模
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表１１－１０　心の健康対策の取組状況（ストレスチェックの実施）
（単位：％）

計 実施済
実施に向け
検討中

未実施

100.0 20.1 53.0 26.9

鉱業 100.0 0.0 66.7 33.3

建設業 100.0 19.2 46.2 34.6

製造業 100.0 12.9 58.2 28.9

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 9.1 63.6 27.3

情報通信業 100.0 18.8 56.3 25.0

運輸業 100.0 20.3 63.3 16.5

卸売・小売業 100.0 34.9 38.0 27.1

金融・保険業 100.0 28.0 72.0 0.0

不動産業 100.0 0.0 66.7 33.3

飲食店、宿泊業 100.0 22.2 37.0 40.7

医療、福祉 100.0 14.7 60.3 25.0

教育、学習支援業 100.0 20.0 53.3 26.7

複合サービス業 100.0 8.3 91.7 0.0

サービス業 100.0 22.1 40.7 37.2

5人～29人 100.0 5.0 0.0 95.0

30～49人 100.0 9.2 26.8 64.1

50～99人 100.0 12.8 64.7 22.5

100人～299人 100.0 13.4 63.6 23.0

300人～499人 100.0 30.2 63.5 6.3

500人～999人 100.0 17.5 77.8 4.8

1,000人以上 100.0 39.1 47.0 14.0
※問３３、心の健康対策の取組状況（ストレスチェックの実施）を産業別・規模別に集計し、各計を100％として算出。
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（参考）平成 27年度仕事と家庭の両立支援に関する調査票 
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